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１．竹富町海洋基本計画策定委員会 

  

我が国自治体初めての竹富町海洋基本計画は、下記の有識者で構成する委員会で議

論を重ね策定されました。 

 

＜竹富町海洋基本計画策定委員会委員＞ 

（敬称略） 

委員長  山田 吉彦  東海大学海洋学部 海洋文明学科教授  

副委員長 大貫 伸   日本海難防止協会 研究統括部長  

委 員  上妻 毅   (財)都市経済研究所 理事 沖縄振興審議会専門委員 

  上原 淳          内閣官房総合海洋政策本部事務局内閣参事官 

              （平成 22 年 7 月まで 岡西 康博 内閣官房総合海洋政

策本部事務局内閣参事官） 

  奥田 直久     環境省 那覇自然環境事務所長  

  尾崎 正宏     第十一管区海上保安本部 石垣海上保安部長  

    町口 裕二 独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究

所 石垣支所長  

    嶋倉 康夫        内閣府沖縄総合事務局石垣港湾事務所長  

    上里 至        沖縄県八重山事務所 所長  

    上村 真仁        ＷＷＦサンゴ礁保護研究センター長  

    上原 亀一        八重山漁業協同組合長  

    上勢頭 保        竹富町商工会 会長  

    大浜 一郎        八重山経済人会議代表幹事  

    西大舛高旬        竹富町議会議長 

（平成 22 年 7 月まで 新 博文 竹富町議会議長） 

    富本 傳        竹富町副町長  

 

 

＜竹富町海洋基本計画作業部会（WG）＞ 

 

亀井 保信  総務課長 

勝連 松一  企画財政課長 

工藤 正二  健康づくり課長 

屋良 三  介護福祉課長 

長浜 康  商工観光課長 

白保 隆男  自然環境課長 

真謝 永福  農林水産課長 
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野底 忠  建設課長 

西原 章恵  教育委員会事務局総務課長 

 

 

＜ご協力頂いた方＞ 

 

内閣官房総合海洋政策本部事務局；楠山哲弘参事官補佐、山下隆之参事官補佐、 

田内利治主査、立松慎也主査 

環境省那覇自然環境事務所 石垣自然保護管事務所；田村努自然保護官 

海洋政策研究財団；寺島紘士常務理事、市岡 卓グループ長、遠藤愛子研究員、 

黄川田仁志研究員 

  

 

＜事務局＞ 

 

 竹富町企画財政課 

 株式会社 水圏科学コンサルタント 
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２．計画策定の経緯 

 

 

年 月 日 経  緯 

 

平成 22 年 6 月 22 日 

 

平成 22 年 9 月 21 日 

 

平成 22 年 10 月 15 日 

 

平成 22 年 10 月 16 日 

平成 22 年 12 月 21 日 

 

平成 23 年 1 月 21 日 

 

平成 23 年 2 月 

平成 23 年 3 月 3 日 

 

平成 23 年 3 月 10 日 

 

竹富町海洋基本計画策定委員会（第 1回：計画策

定事業実施計画案の審議と決定） 

竹富町海洋基本計画作業部会（第 1回：関連情報

の確認と計画基本方針の検討） 

竹富町海洋基本計画策定委員会（第 2回：関連情

報の確認と計画基本方針の決定） 

竹富町海洋フォーラムの開催 

竹富町海洋基本計画作業部会（第 2回：計画の構

想と計画内容の検討） 

竹富町海洋基本計画策定委員会（第 3回：竹富町

海洋基本計画の策定） 

パブリックコメント 

竹富町海洋基本計画策定委員会委員長から竹富

町長への提言（竹富町海洋基本計画案の報告） 

第 2回 竹富町議会 議員への計画内容説明 
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３．用語の説明 

 

 本計画書で使用している用語は、以下の意味で使用しております。 

 

五十音順 

ICT： 

Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミ

ュニケーション・テクノロジー)の略で、我が国ではすでに一般的となった IT の概念

をさらに一歩進め、IT＝情報技術に通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉。 

 

エコツーリズム： 

自然環境の他、文化・歴史等を観光の対象としながら、その持続可能性を考慮する

旅行、リクリエーションのあり方。日本では、エコツーリズム推進法が平成 20 年に

施行されている。 

 

沖縄振興計画： 

次に説明する沖縄振興特別措置法に基づいて策定された総合的な計画であって、沖

縄振興の向かうべき方向と基本施策を明らかにした計画。国、沖縄県、市町村等の施

策の基本となるもので、県民をはじめ企業等の民間部門の自発的活動の指針となるも

のである。 

 

沖縄振興特別措置法： 

沖縄の総合的かつ計画的な振興を図り、沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄

の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的に、平成 14 年 3 月 31 日に施行された

平成 24 年 3 月 31 日まで有効な法律。現在、平成 24 年度以降に適用する代替法律の

検討が行われている。 

 

沖縄 21 世紀ビジョン： 

沖縄県民の参画と協働のもとに、将来（概ね平成 42 年）のあるべき沖縄の姿を描

き、その実現に向けた取り組みの方向性と、県民や行政の役割などを明らかにする県

独自の基本構想。 

 

海岸保全施設： 

津波・高潮・波浪等の海岸災害から背後の人命や財産を守る役割を担う護岸・防波

堤等の人工構造物のこと。平成 14 年に改正された海岸法では、人命と財産に加え、

景観、生物の生息環境、海岸の利用等にも配慮して整備することとなった。 
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海岸漂着ゴミ： 

 主に他国から越境して海岸に漂着する発泡スチロール、ペットボトル、漁網等が主

体の大量のゴミ。海岸の美観を損ね、生態系への影響も懸念される。我が国では、平

成 21 年に海岸漂着物処理推進法が施行され、様々な対策が実施されている。 

 

海水淡水化施設： 

 海水を処理して淡水（真水）を作り出す施設。飲料用等で真水が必要とされる地域

の近くに淡水源（河川、湖沼）等がなく、気候等の関係で天水（雨）の利用も難しい

場合、近隣海水を塩分 0.05%以下までに脱塩して淡水を作りだす。竹富町内では、波

照間島に導入されている・ 

 

海洋基本法： 

我が国の海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、我が国の経済社会の健全

な発展および国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢献すること

を目的に、平成 19 年に施行された法律で、竹富町海洋基本計画を策定する上で基本

となる法律。 

 

海洋基本計画（国）： 

上記海洋基本法に基づき、平成 20 年に閣議決定され、政府が平成 24 年までの 5年

の間に総合的かつ計画的に講ずべき 12 の海洋施策を定めた計画。竹富町海洋基本計

画を策定する上で基本となる国の計画。 

 

海洋深層水： 

我が国においては一般に深度 200 メートル以深の深海に分布する海水を指す。表層

水とは異なる清浄、高栄養、低温である特徴を持つ。周辺に深度 200 メートル以深の

海域が隣接する我が国においては、健康、美容、水産利用が活発に行われている。な

お、学術的には、大洋の深層に分布する海水で、北大西洋のグリーンランド沖と南極

海で形成される深層水等のことを示す。 

 

海洋自治体： 

 本町のように複数の島々で構成される島嶼、単独の離島、あるいは長い海岸線を有

する自治体の総称。本計画書で創生した造語。 

 

海洋保護区（MPA）： 

特定区域の貴重な生態系を保護して域内の活動制限を加えるなどして管理する海

洋保護区（Marine Protected Area、MPA）。我が国の国立・国定公園内の海中公園、

自然環境保全地域、水産動植物を保護する保護水面、および野生鳥獣を保護する国設

鳥獣保護区も海洋保護区に含まれる。 
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含みつ糖： 

 さとうきびの全成分をそのまま煮詰めた砂糖の一種。本町および沖縄県の代表的な

農産物。 

 

国境離島自治体： 

 領海あるいは排他的経済水域（EEZ）の基となる場所を持つ離島を抱える自治体。

本町では波照間島と仲御神島が EEZ の基となる場所を持っている。本計画書で創生し

た造語。 

 

自主財源： 

地方公共団体などが、国に依存しないで独立に調達できる財源。地方税のほか、手

数料・使用料・寄付金などが該当する。 

 

島嶼： 

 「とうしょ」と読む。大小さまざまな島のこと。本町は島嶼で構成されている。 

 

島嶼型海洋自治体： 

 島嶼で構成される自治体のこと。本町も該当する。単独等でなる自治体と内陸を持

つ自治体と区別するために、本計画書で創生した造語。 

 

生活保全航路： 

 沖縄総合事務局石垣港湾事務所が竹富南航路整備事業で、新たに整備を進めている

航路。竹富町では、町民の生活に密接し、陸地で言えば道路の位置づけであることか

ら、本名称を使用している。 

 

石西礁湖： 

 西表島と石垣島間に発達した我が国最大のサンゴ礁。本町の大自然を構成する大き

な自然資源であり、町民の生活の場でもある。 

 

総合特区・個性創出型特区： 

内閣官房地域活性化統合事務局が窓口となり、地域の特色ある産業の育成や地域

的・社会的課題の解決に向け、取組みの蓄積がある等の限定された地域に対し、地域

の自己 責任を前提に、個性ある地域を創出するための施策をパッケージ化した総合

特区。 

 

竹富町海洋宣言： 

 次に説明する竹富町海洋フォーラム 2010 において、川満栄長町長が、全国および

全世界に向けて、町と町民が国家財産である最南端の自治体をつくる島々と海を自ら
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の知恵・責任・行動で守り、また創造して行くことを発信した宣言。 

 

竹富町海洋フォーラム 2010： 

 平成 22 年 10 月 16 日に西表島で開催し、竹富町の海洋について広く意見交換した

フォーラム。町民の他、学識経験者、国および地方の行政担当者、マスコミ関係者、

合計約 100 人が参加して開催された。 

 

竹富町総合計画： 

 地方自治法第２条第４項で国に策定を義務付けられているまちづくり指針。竹富町

海洋基本計画の上位計画として位置づけられる。 

 

地方交付税： 

 日本国の財政制度のひとつ。国が地方公共団体の財源の偏在を調整することを目的

とした地方財政調整制度で、陸地面積等を基にした国の定める算定基準で国から自治

体に交付される財源。 

 

内閣官房総合海洋政策本部： 

海洋基本法に基づき、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するために設置

された国の行政機関。海洋基本計画の案の作成および実施の推進に関する事務、関係

行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関する事務、その他、

海洋に関する重要施策の企画、立案、総合調整に関する事務を実施している。 

 

ネーミングライツ（制度）： 

人間や事物、施設、キャラクターなどに対して名称をつけることのできる権利で、

Naming rights（命名権）と呼ばれる。近年は、自治体等による自主財源の確保のた

めに公募される事例が多い。 

 

バイオマスタウン（構想）： 

 生物由来の資源（バイオマス）の発生から利用まで最適なプロセスで結ぶ総合的な

利活用システムが構築された地域、または計画（構想）中の地域。例えば、家畜の糞

尿をエネルギーに活用する地域システム等が該当する。地域の構想が認定されるとそ

の実行に際して、関係府省の協力が得られる。 

 

排他的経済水域（EEZ）： 

 国連海洋法条約に基づいて設定される沿岸国の経済的な主権がおよぶ水域

（Exclusive Economic Zone EEZ）。沿岸国は国連海洋法条約に基づいた国内法を制定

することで自国の沿岸から 200 海里（約 370km<1 海里＝1,852m>）の範囲内の水産資

源および鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を得られる。その代わ
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りに、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負う。我が国の領海を含む EEZ の面積は、

4,479,358 km²であり、世界で第 6 番目に広い。本町の波照間島と仲御神島も水域設

定の根拠となっている。 

 

ぱいぬ島々： 

 八重山地方の方言で南の島々を意味する。 

 

ふるさと納税： 

 平成 20 年に施行された「地方税法等の一部を改正する法律」により可能になった

地方自治体に対する寄附金。寄附の受け入れや具体的な手順については、各地方自治

体が条例で定められる。地方自治体の自主財源として活用される。 

 

分みつ糖： 

製造工程で結晶と蜜を分離する純度の高い砂糖。上白糖、グラニュー糖、白ざら糖、

中ざら糖、三温（さんおん）糖、液糖などが該当する。 

 

マングローブ（林）： 

 熱帯 亜熱帯地域の河口汽水域の塩性湿地に成立するメヒルギ、オヒルギ、ヤエヤ

マヒルギ、ハマザクロ、ヒルギダマシ、ヒルギモドキ、ニッパヤシ等で構成される森

林。西表島では、東岸－北岸－西岸にかけて広く形成されており、その規模は国内最

大で世界の亜熱帯域でも最大級である。 

 

メタンガス： 

有機物の腐敗や発酵などに伴って発生する色もにおいもない可燃性のガス。下水汚

泥や家畜ふん尿の分解過程、家畜などさまざまなところから発生することから、燃料

としての利活用が期待出来る。 

 

八重山広域圏： 

 竹富町が石垣市と与那国町と共に形成。圏域としての事業を共同で実施する。八重

山広域市町村圏事務組合が設置されている。 

 

有孔虫： 

 主として石灰質の殻を持つ原生生物。サンゴ礁に多く生息し、その死骸は星砂とな

る。サンゴ礁域における砂浜の主成分の一つ。 

 

油化プラント： 

 海岸漂着ゴミの多くを占める発泡スチロール等のプラスチック製ゴミを原料に、軽

油に近い成分であるスチレン油を生成するプラント。ゴミから燃料を作ることから海
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岸漂着ゴミ対策の有力な技術として期待されている。現在、本町の鳩間島に世界初の

固定式プラントが設置され、またトラックに搭載された移動式プラントと共に、海岸

漂着ゴミのリサイクルに関する社会実験が行われている。 

 

ランドマーク（機能）： 

 目標物の少ない海洋において、船舶や航空機の安全航行のための目印の機能。 

 

領海： 

 1982 年の海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条約）によって定められた、沿

岸国の基線（潮位が略最低低潮面であるときに表される海岸線）から最大 12 海里ま

での水域で国家の主権が及ぶ範囲。主権は領海の水面の上空や水面下の水中にも及ぶ。 
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4．竹富町が関与する排他的経済水域の推定 

 

 

(1)推定方法 

推定は、まず竹富町が関与する EEZ 面積に関係すると考えられる下記の 4地点を基

点とした半径 200 海里＝370.4 ㎞（1 海里；国際海里＝1,852m）の円を記入し、日本

と台湾の中間線を下記 4島と台湾との距離から設定して行った。次に、本町の波照間

島および仲御神島が存在することで、我が国の EEZ が設定される領域を寄与する海域

面積として面測する方法で求めた。 

 

・与那国島（西端） 

・波照間島（南端） 

・宮古島（南端） 

・仲御神島（南西端） 

 

(2)推定面積 

波照間島が我が国の EEZ に寄与する海域面積は 4,334.3km2、仲御神島が 14.3km2と

推定された。 
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注：竹富町独自の方法で推定 
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5．竹富町の関与する海域範囲等 

 

 地方交付税の算出根拠として海域面積を含める根拠等に活用するために、以下に示

す項目について、適切と考えられる方法を用いて算出した。 

 

(1)算出項目 

①石西礁湖のリーフ内海域面積とリーフ外周距離 

②西表島のリーフ内海域面積とリーフ外周距離 

③鳩間島のリーフ内海域面積とリーフ外周距離 

④波照間島のリーフ内海域面積とリーフ外周距離 

⑤仲御神島のリーフ内海域面積とリーフ外周距離 

⑥合計リーフ内海域面積とリーフ外周距離（①～⑤の合計） 

⑦竹富町の島々の陸域面積と海岸延長距離、および合計陸域面積と海岸延長距離 

 

(2)算出方法 

①使用データ 

海域面積等の算出には、次のデータを使用した。 

.1 航空写真（提供；国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター、波照間島および

仲御神島を除く） 

.2 基盤地図情報 25000（沖縄県・海岸線） 

.3 海底地形図 6513-7, 6514-1・2・4（国土地理院） 

 

②算出手順 

.1 リーフ外周の確定 

 リーフ外周は、基本的に航空写真で白色から青色に変化する境界とした。航

空写真での判別が困難な場所に関しては、白色から青色に変化する 30 地点の

平均水深が 5m であったことから、海底地形図を重ね合わせで水深 5m のライン

を引き境界を確定した。 

 石垣島との境界は中間線とし、石垣港港湾区域はその境界とした。 

なお、航空写真が取得出来なかった波照間島と仲御神島に関しては、海底地

形図におけるリーフ境界と、上記したように水深 5m のラインを基準にして境

界を確定した。 

.2 リーフ外周距離の確定 

 .1 において確定した石西礁湖、西表島、鳩間島、波照間島、仲御神島のリー

フ外周の距離を計測し、確定した。また、合計して竹富町の関与するリーフ外

周距離を求めた。 
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.3 海岸線の確定 

 各島の海岸線は、基盤地図情報 25000 の海岸線データを使用して確定した。

なお、河口部は海岸線データの端を直線で結んで確定した。 

.4 海岸延長距離の確定 

 .3 において確定した各島の海岸線距離を計測し、確定した。また、合計して

竹富町全体の海岸延長距離を求めた。なお、無人島（小島）は、隣接する島々

に含めて積算した。 

.5 陸地面積の算出 

 .3 で確定した各島の海岸線より内側の陸地面積を計測し、確定した。また、

合計して竹富町全体の陸地面積を求めた。 

.6 リーフ内海域面積 

  .1 で確定した石西礁湖、西表島、鳩間島、波照間島、仲御神島のリーフ外周

の内側の面積を計測し、まず、各島の陸地を含む面積を求めた。次に、.5 で求

めた各島の陸地面積を差し引いて、海域だけの面積を求めた。 

 

(3)算出結果 

竹富町の関与する海域範囲面積等差し替え 

リーフ内海域面積（陸地面積を除く）とリーフ外周距離 

 リーフ内海域面積（km2） リーフ外周距離（km） 

石西礁湖 196.883 154.522 

西表島 86.190 190.511 

鳩間島 9.327 14.833 

波照間島 3.222 17.398 

仲御神島 0.229 4.316 

合 計 295.851 381.580 

 
島々の陸域面積と海岸延長距離 

 陸域面積（km2） 海岸延長距離（km） 

竹富島 5.422 9.672 

黒島 10.003 14.374 

小浜島 7.853 18.110 

西表島 293.149 171.060 

新城島 3.319 12.400 

鳩間島 0.969 4.280 

波照間島 12.715 18.681 

仲御神島 0.220 4.283 

合 計 333.650 252.860 

 

リーフ内海域と陸地の合計面積（km2） 629.501 
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竹富町の島々の海域範囲・リーフ外周等 

 

写真出典： 
国際サンゴ礁研究・モニタリン
グセンター 

 

各島リーフ外周 

各島海岸線 

石西礁湖リーフ外周 
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6．竹富町海洋フォーラム 2010 

 

竹富町では、竹富町海洋基本計画に関するご意見を広くお聞きすることを目的の一

つとして、平成 22 年 10 月 16 日に西表島・中野わいわいホールにおいて、竹富町海

洋フォーラムを開催しました。このフォーラムには、町民の他、学識経験者、国およ

び地方の行政担当者、マスコミ関係者、合計約 100 人にご参加頂き、活発かつ多様な

ご意見を聞くことができました。 

このフォーラムでのアンケート結果を以下に示します。 

竹富町海洋基本計画に対しては、海岸漂着ゴミ対策、エコツーリズム、汚水対策、

歴史・文化遺産の保全と活用、外来種対策・野生生物保護の海域環境や自然環境対策

に係わる施策の他、生活保全航路の整備といった安全・安心な町民生活のための社会

資本整備に関する施策の実行に高い期待が寄せられていることが伺えます。また、施

策の実行には、住民と共に沖縄県と国と強く連携して進めることが必要であるという

多くの意見が寄せられました。 

竹富町海洋基本計画は、これらご意見も参考に策定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石西礁湖をクルーズして竹富町の海と島々を体感して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムには多くの方々に参加頂きました。
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2010 年竹富町海洋フォーラム アンケート集計結果 
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以下自由回答（有作為抽出） 

 

質問４ 竹富町海洋基本計画で期待される事業はなんですか？ 

＊生活保全航路事業 

＊漂着ゴミ事業 

＊島々の文化保全 

＊ボランツーリズム 

＊スチレン油の有効活用 

＊国境離島の特色を生かした事業 

＊EEZ の保全と利用 

＊生活排水 

＊具体的な事業よりも島民の意識向上を 

＊出来ることから早めに実現してほしい 

 

質問５ 海岸漂着ゴミ対策としての油化プラント方式は離島にマッチしていると思いますか？ 

＊はい（多数） 

＊移動式装置ならマッチする 

＊ゴミ対策としては評価するが、エネルギー供給が不安定なため、それに依存した産業振興は危険 

＊CO2の排出は？ 

＊発泡スチロール以外のものも処理できるとなおよし 

＊コスト、環境アセスメントを考えるとマッチしているとは思わない 

＊機材の購入は誰が？ 

＊まだわからない 

＊難しい 
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7．海洋基本法（原文） 

 

海洋基本法は、我が国の海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、我が国の

経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に

貢献することを目的に、平成 19 年に施行された法律で、竹富町海洋基本計画を策定

する上で基本となる法律です。以下に、原文を収録します。 

 

 

 

海洋基本法 

（平成十九年四月二十七日法律第三十三号） 

 

 

 第一章 総則（第一条―第十五条） 

 第二章 海洋基本計画（第十六条） 

 第三章 基本的施策（第十七条―第二十八条） 

 第四章 総合海洋政策本部（第二十九条―第三十八条） 

 附則 

 

   第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、地球の広範な部分を占める海洋が人類をはじめとする生物の生

命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海に囲まれた我が国において、海

洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に基づき、並びに海洋の持続可能な開

発及び利用を実現するための国際的な取組の中で、我が国が国際的協調の下に、海

洋の平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海

洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に関し、基本理念を定め、

国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに海洋に関する基本

的な計画の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、総合

海洋政策本部を設置することにより、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図るとともに、

海洋と人類の共生に貢献することを目的とする。  

 

（海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和） 

第二条 海洋については、海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であ

るとともに、海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全
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されることが人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤いのある国民生活に不可欠

であることにかんがみ、将来にわたり海洋の恵沢を享受できるよう、海洋環境の保

全を図りつつ海洋の持続的な開発及び利用を可能とすることを旨として、その積極

的な開発及び利用が行われなければならない。  

 

（海洋の安全の確保） 

第三条 海洋については、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全の確保が重要であ

ることにかんがみ、その安全の確保のための取組が積極的に推進されなければなら

ない。  

 

（海洋に関する科学的知見の充実） 

第四条 海洋の開発及び利用、海洋環境の保全等が適切に行われるためには海洋に関

する科学的知見が不可欠である一方で、海洋については科学的に解明されていない

分野が多いことにかんがみ、海洋に関する科学的知見の充実が図られなければなら

ない。  

 

（海洋産業の健全な発展） 

第五条 海洋の開発、利用、保全等を担う産業（以下「海洋産業」という。）につい

ては、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上の基盤であることに

かんがみ、その健全な発展が図られなければならない。  

 

（海洋の総合的管理） 

第六条 海洋の管理は、海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関す

る諸問題が相互に密接な関連を有し、及び全体として検討される必要があることに

かんがみ、海洋の開発、利用、保全等について総合的かつ一体的に行われるもので

なければならない。  

 

（海洋に関する国際的協調） 

第七条 海洋が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相

互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、海洋に関する施策の推進は、海洋

に関する国際的な秩序の形成及び発展のために先導的な役割を担うことを旨とし

て、国際的協調の下に行われなければならない。  

 

（国の責務） 

第八条 国は、第二条から前条までに定める基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を

有する。  
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（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、海洋に関し、国との適切な役割分担

を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。  

 

（事業者の責務） 

第十条 海洋産業の事業者は、基本理念にのっとりその事業活動を行うとともに、国

又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。  

 

（国民の責務） 

第十一条 国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国又は地方公共団体が実施する

海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。  

 

（関係者相互の連携及び協力） 

第十二条 国、地方公共団体、海洋産業の事業者、海洋に関する活動を行う団体その

他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう

努めなければならない。  

 

（海の日の行事） 

第十三条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百

七十八号）第二条に規定する海の日において、国民の間に広く海洋についての理解

と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならない。  

 

（法制上の措置等） 

第十四条 政府は、海洋に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は金

融上の措置その他の措置を講じなければならない。  

 

（資料の作成及び公表） 

第十五条 政府は、海洋の状況及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作

成し、適切な方法により随時公表しなければならない。  

 

   第二章 海洋基本計画  

 

第十六条 政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋に

関する基本的な計画（以下「海洋基本計画」という。）を定めなければならない。  

２  海洋基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  海洋に関する施策についての基本的な方針  
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二 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  

三 前二号に掲げるもののほか、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、海洋基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、海洋

基本計画を公表しなければならない。  

５ 政府は、海洋に関する情勢の変化を勘案し、及び海洋に関する施策の効果に関す

る評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、海洋基本計画の見直しを行い、必要な変更

を加えるものとする。  

６ 第三項及び第四項の規定は、海洋基本計画の変更について準用する。  

７ 政府は、海洋基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保

を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑

な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

   第三章 基本的施策  

 

（海洋資源の開発及び利用の推進） 

第十七条  国は、海洋環境の保全並びに海洋資源の将来にわたる持続的な開発及び

利用を可能とすることに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発及び利用を推進する

ため、水産資源の保存及び管理、水産動植物の生育環境の保全及び改善、漁場の生

産力の増進、海底又はその下に存在する石油、可燃性天然ガス、マンガン鉱、コバ

ルト鉱等の鉱物資源の開発及び利用の推進並びにそのための体制の整備その他の

必要な措置を講ずるものとする。  

 

（海洋環境の保全等） 

第十八条 国は、海洋が地球温暖化の防止等の地球環境の保全に大きな影響を与える

こと等にかんがみ、生育環境の保全及び改善等による海洋の生物の多様性の確保、

海洋に流入する水による汚濁の負荷の低減、海洋への廃棄物の排出の防止、船舶の

事故等により流出した油等の迅速な防除、海洋の自然景観の保全その他の海洋環境

の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする。  

２ 国は、前項の措置については、科学的知見を踏まえつつ、海洋環境に対する悪影

響を未然に防止する観点から、これを実施するとともに、その適切な見直しを行う

よう努めるものとする。  

 

（排他的経済水域等の開発等の推進） 

第十九条 国は、排他的経済水域等（排他的経済水域及び大陸棚に関する法律（平成

八年法律第七十四号）第一条第一項の排他的経済水域及び同法第二条の大陸棚をい

う。以下同じ。）の開発、利用、保全等（以下「排他的経済水域等の開発等」とい
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う。）に関する取組の強化を図ることの重要性にかんがみ、海域の特性に応じた排

他的経済水域等の開発等の推進、排他的経済水域等における我が国の主権的権利を

侵害する行為の防止その他の排他的経済水域等の開発等の推進のために必要な措

置を講ずるものとする。  

 

（海上輸送の確保） 

第二十条 国は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、

船員の育成及び確保、国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備その他の必要な措置

を講ずるものとする。  

 

（海洋の安全の確保） 

第二十一条 国は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存する我が国

の経済社会にとって、海洋資源の開発及び利用、海上輸送等の安全が確保され、並

びに海洋における秩序が維持されることが不可欠であることにかんがみ、海洋につ

いて、我が国の平和及び安全の確保並びに海上の安全及び治安の確保のために必要

な措置を講ずるものとする。  

２ 国は、津波、高潮等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護

するため、災害の未然の防止、災害が発生した場合における被害の拡大の防止及び

災害の復旧（以下「防災」という。）に関し必要な措置を講ずるものとする。  

 

（海洋調査の推進） 

第二十二条 国は、海洋に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、海洋の状

況の把握、海洋環境の変化の予測その他の海洋に関する施策の策定及び実施に必要

な調査（以下「海洋調査」という。）の実施並びに海洋調査に必要な監視、観測、

測定等の体制の整備に努めるものとする。  

２ 国は、地方公共団体の海洋に関する施策の策定及び実施並びに事業者その他の者

の活動に資するため、海洋調査により得られた情報の提供に努めるものとする。  

 

（海洋科学技術に関する研究開発の推進等） 

第二十三条 国は、海洋に関する科学技術（以下「海洋科学技術」という。）に関す

る研究開発の推進及びその成果の普及を図るため、海洋科学技術に関し、研究体制

の整備、研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国、独立行政法人（独立行政

法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をい

う。以下同じ。）、 都道府県及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十

五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化その他の必要な措置を講ずるも

のとする。  
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（海洋産業の振興及び国際競争力の強化） 

第二十四条 国は、海洋産業の振興及びその国際競争力の強化を図るため、海洋産業

に関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件

の整備等による経営基盤の強化及び新たな事業の開拓その他の必要な措置を講ず

るものとする。  

 

（沿岸域の総合的管理） 

第二十五条 国は、沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し、沿岸の海域

について施策を講ずることのみでは、沿岸の海域の資源、自然環境等がもたらす恵

沢を将来にわたり享受できるようにすることが困難であることにかんがみ、自然的

社会的条件からみて一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる沿岸の海

域及び陸域について、その諸活動に対する規制その他の措置が総合的に講ぜられる

ことにより適切に管理されるよう必要な措置を講ずるものとする。  

２ 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、沿岸の海域及び陸域のうち特に海岸が、

厳しい自然条件の下にあるとともに、多様な生物が生息し、生育する場であり、か

つ、独特の景観を有していること等にかんがみ、津波、高潮、波浪その他海水又は

地盤の変動による被害からの海岸の防護、海岸環境の整備及び保全並びに海岸の適

正な利用の確保に十分留意するものとする。  

 

（離島の保全等） 

第二十六条 国は、離島が我が国の領海及び排他的経済水域等の保全、海上交通の安

全の確保、海洋資源の開発及び利用、海洋環境の保全等に重要な役割を担っている

ことにかんがみ、離島に関し、海岸等の保全、海上交通の安全の確保並びに海洋資

源の開発及び利用のための施設の整備、周辺の海域の自然環境の保全、住民の生活

基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。  

 

（国際的な連携の確保及び国際協力の推進） 

第二十七条 国は、海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画することその他の

海洋に関する国際的な連携の確保のために必要な措置を講ずるものとする。  

２ 国は、海洋に関し、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、海洋

資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術、海上における犯罪の取締り、防災、海

難救助等に係る国際協力の推進のために必要な措置を講ずるものとする。  

 

（海洋に関する国民の理解の増進等） 

第二十八条 国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学

校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条

約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際

的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要
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な措置を講ずるものとする。  

２ 国は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有す

る人材の育成を図るため、大学等において学際的な教育及び研究が推進されるよう

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

 

   第四章 総合海洋政策本部  

 

（設置） 

第二十九条 海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海

洋政策本部（以下「本部」という。）を置く。  

 

（所掌事務） 

第三十条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 海洋基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。  

二 関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関するこ

と。  

三 前二号に掲げるもののほか、海洋に関する施策で重要なものの企画及び立案並

びに総合調整に関すること。  

 

（組織） 

第三十一条 本部は、総合海洋政策本部長、総合海洋政策副本部長及び総合海洋政策

本部員をもって組織する。  

 

（総合海洋政策本部長） 

第三十二条 本部の長は、総合海洋政策本部長（以下「本部長」という。）とし、内

閣総理大臣をもって充てる。  

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。  

 

（総合海洋政策副本部長） 

第三十三条 本部に、総合海洋政策副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、

内閣官房長官及び海洋政策担当大臣（内閣総理大臣の命を受けて、海洋に関する施

策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする

国務大臣をいう。）をもって充てる。  

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。  

 

（総合海洋政策本部員） 

第三十四条 本部に、総合海洋政策本部員（以下「本部員」という。）を置く。  

２ 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。  
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（資料の提出その他の協力） 

第三十五条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係

行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人

（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ

て設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第

十五号の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対して、資料の提出、意見

の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。  

２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に

規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

 

（事務） 

第三十六条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副

長官補が掌理する。  

 

（主任の大臣） 

第三十七条 本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう

主任の大臣は、内閣総理大臣とする。  

 

（政令への委任） 

第三十八条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。  

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。  

 

（検討） 

２ 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
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８．海洋基本計画（国） 

 

海洋基本法に基づき、平成 20 年に閣議決定され、政府が平成 24 年までの 5年の間

に総合的かつ計画的に講ずべき 12 の海洋施策を定めた国の計画で、竹富町海洋基本

計画を策定する上で基本となる計画です。以下に、原文を収録します。 

 

海洋基本計画 

平成 20 年 3 月 

 

目次 

総論 . 

（１）海洋と我々との関わり 

（２）我が国の海洋政策推進体制 

（３）本計画における政策目標及び計画期間 

第１部 海洋に関する施策についての基本的な方針 

１ 海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和 

２ 海洋の安全の確保 

３ 科学的知見の充実 

４ 海洋産業の健全な発展 

５ 海洋の総合的管理 

６ 海洋に関する国際的協調. 

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

１ 海洋資源の開発及び利用の推進 

（１）水産資源の保存管理 

（２）エネルギー・鉱物資源の開発の推進 

２ 海洋環境の保全等 

（１）生物多様性の確保等のための取組 

（２）環境負荷の低減のための取組 

（３）海洋環境保全のための継続的な調査・研究の推進 

３ 排他的経済水域等の開発等の推進 

（１）排他的経済水域等における開発等の円滑な推進 

（２）海洋資源の計画的な開発等の推進 

４ 海上輸送の確保 

（１）外航海運業における国際競争力並びに日本籍船及び日本人船員の確保 

（２）船員等の育成・確保 

（３）海上輸送拠点の整備 
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（４）海上輸送の質の向上 

５ 海洋の安全の確保 

（１）平和と安全の確保のための取組 

（２）海洋由来の自然災害への対策 

６ 海洋調査の推進 

（１）海洋調査の着実な実施 

（２）海洋管理に必要な基礎情報の収集・整備 

（３）海洋に関する情報の一元的管理・提供 

（４）国際連携 

７ 海洋科学技術に関する研究開発の推進等 

（１）基礎研究の推進 

（２）政策課題対応型研究開発の推進 

（３）研究基盤の整備 

（４）連携の強化 

８ 海洋産業の振興及び国際競争力の強化 

（１）経営基盤の強化 

（２）新たな海洋産業の創出 

（３）海洋産業の動向の把握 

９ 沿岸域の総合的管理 

（１）陸域と一体的に行う沿岸域管理 

（２）沿岸域における利用調整 

（３）沿岸域管理に関する連携体制の構築 

１０ 離島の保全等 

（１）離島の保全・管理 

（２）離島の振興 

１１ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進 

（１）海洋の秩序形成・発展 

（２）海洋に関する国際的連携 

（３）海洋に関する国際協力 

１２ 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成 

（１）海洋への関心を高める措置 

（２）次世代を担う青少年等の海洋に関する理解の増進 

（３）新たな海洋立国を支える人材の育成 

第３部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要なその他の事項 

１ 海洋に関する施策の効果的な実施 

２ 関係者の責務及び相互の連携・協力 

３ 施策に関する情報の積極的な公表 
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総論 

（１）海洋と我々との関わり 

地球は、生命を育む海を持つ太陽系で唯一の惑星であり、海洋と我々との関わりは

多様である。水は、すべての生命の維持のために欠くことのできない物質であり、そ

の大部分は地球表面の 7割を占める海洋にたたえられている。水は、海洋、氷河、河

川・湖沼、地下、大気中等に様々な形で存在し、生態系の中を循環しているが、海洋

からの水の蒸発がこうした水循環の維持に大きな役割を果たしている。さらに、海洋

は、自らの熱容量や熱輸送、水循環による大気との相互作用等により、気温の急激な

変化を緩和し、地球上の大部分をおおむね生物の生息・生育可能な範囲内の温度に保

つとともに、世界各地の気候・気象の動態にも深く関与している。このように、海洋

は、地球上の多様な生物の生活を支えるものとしてかけがえのないものである。 

我が国は、ユーラシア大陸の東、太平洋の西に位置し、広く海上に展開する 6千余

りの島々で構成されている。我々は、陸上において海洋の恩恵を受けるだけでなく、

その歴史を通じて、物資輸送の場として、あるいは食料確保の場として積極的に海洋

を利用してきた。古くは、大陸との交流から始まり、現代では、世界の隅々との貿易

活動を通して、我が国は経済的に発展してきた。一方、海洋は、我々の生活の場であ

る陸上に対しても、時として重大な脅威となる。津波、高潮等により世界各地で何度

も多大な被害が生じているが、沿岸部に生活の基盤を有する住民にとって、こうした

海洋の脅威から生命・財産を守ることは、極めて重要な課題である。我が国は、この

ような困難に対処しつつ発展してきた国の一つである。 

また、海洋はその広大さとアクセスの困難さのために、我々にとって今もなおフロ

ンティアである。その世界を探求し解明したいという知的欲求から、これまでも海洋

に関する様々な調査・研究が行われ、それらの成果は、我々の知的資産の拡大に貢献

してきた。これらの取組を通じ、海洋における未利用のエネルギー・鉱物資源の存在

が明らかとなり、それらの開発・利用に向けた更なる研究ニーズが生じている。また、

海洋が気候変動を始めとする地球環境の変化に大きく関連していることが明らかと

なってきたことから、海洋の諸現象に関する原理を追求し、解明することは、地球環

境問題等の解決のためにも必要となっている。このように、海洋には今後の人類の発

展に深く関わる解明すべき多くの課題がある。 

海洋における諸活動の基盤となる国際的な取決めは、20 世紀に入り、大きな変革を

みた。海洋の探査・利用に関する技術が急速に進展し、海洋先進国による資源獲得競

争が激化してきた。さらには、1960 年代以降、多くの国々の相次ぐ独立に伴い、国際

社会の基盤が変化する中で、これら新興諸国の多くが「狭い領海」と「広い公海」を

前提とする従来の海洋管理、海洋利用に関する国際慣習を全面的に見直すよう求めた。

このような変革の中で、国連では 3次にわたる海洋法会議が開催されたが、特に公海

海底の利用問題に端を発した第三次海洋法会議（1973～82 年）においては、幅広い海

洋の諸問題が包括的に取り扱われ、9年にわたる検討を経て、「海洋法に関する国際連

合条約（国連海洋法条約）」が 1982 年に採択され、1994 年に発効した。これにより、
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海洋においては、領海と公海という単純な領域区分だけでなく、排他的経済水域や大

陸棚等その機能や利用目的に応じて海域が区分されるとともに、同一の海域でも重層

的な管理制度が導入されることとなった。その結果、全体としては、公海部分が縮小

し、公海における自由な活動も制約される一方で、沿岸国の権限が拡大するなど新た

な国際海洋秩序の枠組みが構築された。この枠組みに基づき、あるいは枠組みを補完

するために、現在、様々な分野での海洋に関する国際規範が形成されつつある。 

加えて、近年では、人口増加、経済社会活動の拡大等による負荷の増大に伴い、地

球温暖化やそれに伴う異常気象と自然災害の多発、オゾン層の破壊、生物多様性の減

少等地球規模での環境問題が深刻化している。こうした問題は、我々の生存基盤を脅

かす極めて深刻な問題であることから、1992 年の国連環境開発会議において、環境と

開発を不可分のものとして統合する「持続可能な開発」を原則とする「環境と開発に

関するリオ宣言」及び持続可能な開発を実現するための行動計画である「アジェンダ

21」が採択された。そしてそれ以降、地球環境問題に対する国際的な取組が活発化し

ている。これまで海洋は、その巨大な容量と浄化機能により、人間の諸活動による環

境負荷を希釈・分解し、良好な環境を維持してきたが、温暖化に伴う海面上昇、広域

化する海洋汚染、海洋生態系の攪乱（かくらん）等海洋においても環境問題は顕在化

しつつある。また、海洋が地球全体の環境の形成・維持に果たしている役割の重要性

を踏まえ、海洋における環境問題のみならず、地球環境問題全般について、海洋との

関わりを重視しなければならない状況となっている。 

我々は、海洋との多様な関わりを通じて得たその意義を認識した上、近年顕在化し

てきているこのような課題を直視し、勇気を持って対処していかなければならない。

我々は、海と共にある人類の将来を安寧なものとするよう先導的な役割を果たしてい

くとともに、広大な管轄海域を基盤とし、国際協調の下で海洋の平和と安全を希求す

る新たな海洋立国を目指すのである。 

（２）我が国の海洋政策推進体制 

四方を海に囲まれた我が国において海は身近な存在である。このため、古くから、

各地の産業や文化の形成・発展に必要な物流の多くを海上輸送に依存しており、また

｢海の幸｣である水産物が我が国の特色ある食生活の主要な構成要素となっている。こ

れらを支えてきた海運業や水産業は現在でも我が国の主要な海洋産業であるが、一方、

行政面では、これらの産業に対する諸施策は、物流政策、食料政策等の一環としてそ

れぞれ実施されてきた。このことは、海運業や水産業のみならず、科学調査、観光・

レジャー、鉱物資源開発、干拓・埋立て等様々な海洋利用においても同様である。 

換言すれば、利用者側の立場で海洋という「場」をどう利用するかという視点での

政策は存在したが、海洋という「場」を管理する立場でその利用のあり方をいかにす

るべきかという視点での政策はなかったということである。こうした体制は利用者側

に対する行政としての整合性、一貫性は確保できるものの、経済活動が活発化する中

で様々な海洋利用活動が輻輳（ふくそう）してきたこと、陸上における諸活動が海洋

に与える影響も無視できなくなってきたこと、様々なエネルギー・鉱物資源、海洋微
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生物資源等今後の利活用や産業化の可能性を秘めている資源の存在が明らかになっ

てきたこと等の現状を踏まえれば、海洋という「場」の可能性や容量等を考慮し、「場」

を管理する立場で政策を立案し、決定するシステムの構築が、海洋の持続可能かつ合

理的な利活用を図るためには不可欠である。 

一方、国際社会においても、海洋の管理と利用を巡る動きは活発である。我が国は

国連海洋法条約を平成 8年に批准したが、同条約はあくまでも新たな国際海洋秩序の

枠組みを示したものであり、その枠組みに基づく、あるいは枠組みを補完するための

様々な分野での規範形成に向けた取組は現在もなお進行中である。また、開発と環境

に関する国際動向の中でも、海洋の管理と利用のあり方が問われている。我が国とし

ては、これらの動きに対し、海洋を管理する立場からの明確な姿勢を持って対応して

いく必要がある。 

このような状況を踏まえ、平成 19 年 7 月 20 日、海洋基本法が施行され、同法に基

づき海洋に関する基本姿勢が明確化されるとともに、海洋に関する施策を集中的かつ

総合的に推進するための体制として、内閣に総合海洋政策本部が設置された。 

今後、新たな海洋立国の実現に向け、総合海洋政策本部が中心となり、様々な分野

の海洋関係者が相互に連携・協力し、海洋政策を戦略的に推進していくこととなるが、

本計画はそのための基本となるべきものである。 

（３）本計画における政策目標及び計画期間 

海洋基本法は、「我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図ると

ともに、海洋と人類の共生に貢献すること」を目的としている。 

これらの目的を達成するためには、まず、我が国が管轄権を行使できる海域におい

て、海洋環境の保全と調和を図りつつその円滑かつ持続的な利活用を促進すること、

換言すれば、我が国の海域において、「環境と開発に関するリオ宣言」にうたわれて

いる「持続可能な開発」の実現を目指すことが重要である。さらには、得られた果実

を極力国民に還元するよう努めることも合わせて重要である。 

次に、我が国の産業や国民生活を支えている貿易活動が安定的に維持されることが

重要である。このためには、世界的に海洋の平和と安全が確保される必要があり、我

が国はその実現に向け積極的かつ先導的に取り組む必要がある。 

最後に、海洋における持続可能な開発の実現、海洋資源の利用等に関する国際秩序

の構築等の全人類的諸課題に対し、先進国として貢献することが重要である。排他的

経済水域、大陸棚、深海底等国連海洋法条約における海洋資源に関する諸規定は、先

進海洋国を始めとする各国による秩序ある開発を促すとともに、途上国がそれらの資

源を活用して自国の経済的自立や格差是正の一助とするための機会を提供している。 

このことを踏まえ、広大な排他的経済水域及び大陸棚（排他的経済水域等）を有す

る我が国としては、自国の利益を追求するだけでなく、途上国における持続可能な開

発の実現に向けた取組への積極的協力、海洋資源の衡平かつ効果的な利用を目指した

国際的取組への積極的参画と先導的貢献等に努めるべきである。 

これらの取組を通じて初めて、我が国が新たな海洋立国の実現に向けて邁進（まい
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しん）していると言えるのであり、長期的には、これらの達成を目指すべきである。

ただ、現時点では、我が国は、今まさに新たな海洋立国の実現に向け第一歩を踏み出

そうとしている段階であり、そのために必要な、様々な分野での海洋の視点からの態

勢の構築、海洋に関する諸制度の点検・整備、海洋施策を推進するための基礎となる

各種情報の収集・整備・管理体制の構築等の条件整備が急務である。このようなこと

を考慮し、本計画については、海洋基本法に基づく計画の見直しが予定される 5年後

を見通して定めるものとする。 

また、海洋政策の推進においては、海洋について科学的に未解明な分野が多いこと、

海洋における諸現象が相互に密接な関連を有していること等を踏まえ、海洋に関する

知見を深めつつ、その成果を随時海洋の持続可能な利用の実現に向けた諸施策に反映

させ、それらの施策の更なる充実に努めるなど、「海洋を知る」「海洋を守る」「海洋

を利用する」のバランスと連携に配慮することが重要である。海洋基本法においては、

このような認識の下、 

① 海洋の開発利用と海洋環境の保全との調和、 

② 海洋の安全の確保、 

③ 海洋に関する科学的知見の充実、 

④ 海洋産業の健全な発展、 

⑤ 海洋の総合的管理、 

⑥ 海洋に関する国際的協調、 

という 6つの基本理念が定められている。 

これらは、海洋に関わる者があまねく将来にわたり共有できる普遍性の高い概念で

あるが、一方で、5 年後を見通した本計画が目指すべきより具体的な政策目標が必要

である。このことを踏まえ、以下の 3目標を設定する。 

目標 1 海洋における全人類的課題への先導的挑戦 

地球温暖化やそれに伴う世界各地での異常気象の発生等は、人類全体にとって喫緊

に対処すべき課題であるが、地球環境に対する海洋の役割の大きさを考慮すれば、問

題解決に対し海洋関係分野の果たす役割は大きい。また、海洋、特に深海、深海底等

は依然として人類にとってのフロンティアであり、今後も新たな発見が期待できる領

域である。一方、海洋調査については、規模や技術面での制約から、相当の科学技術

力、経済力を有する国でない限り体系的、計画的に実施することは困難である。 

このため、我が国がこれらの分野で先導的取組を行うとともに得られた情報の適切

な共有を図り、地球規模での環境問題の解決や人類の英知の創造に対し積極的に貢献

することが極めて重要である。 

目標 2 豊かな海洋資源や海洋空間の持続可能な利用に向けた礎づくり 

世界第6位の広さと言われる我が国の領海及び排他的経済水域並びに200海里を超

えて延長の可能性がある大陸棚には、多様で豊富な生物資源や今後の利用が期待され

る様々なエネルギー・鉱物資源が存在している。 

我が国が管轄権を有するこれらの資源や空間の持続可能な利用に向け、利用に際し
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ての安全確保体制の構築、諸情報の収集・整備・管理体制の構築、資源利用を担う産

業の計画的育成、利用に際し必要となる海洋環境保全対策等利用・管理に関する諸体

制の整備等を早急に行う必要がある。 

目標 3 安全・安心な国民生活の実現に向けた海洋分野での貢献 

我が国は、国民生活、経済活動等に不可欠なエネルギー資源、食料等の多くを海上

輸送に依存しており、また、人口、資産、社会資本が沿岸に多く集積している。一方

で、我が国にとって重要である長大な海上航路には海賊・武装強盗、海上テロ等の深

刻な問題が存在するとともに、周辺海域と沿岸部においては、密輸・密航、不審船の

侵入等の問題に加え、津波、高潮等の自然災害の脅威が存在している。 

これらの状況から、国民生活や経済活動を維持・発展させ、国民の生命・身体・財

産を守るためには、安定的な海上輸送体制を確保するとともに、海上航行の自由と安

全を確保するための体制整備・強化、複雑化・多様化する船舶の運航形態に応じた管

理体制等の整備、海洋由来の自然の脅威に対する防災対策の強化等の取組が急務であ

る。 

これらの政策目標を達成するため、第１部において、基本法に定める 6項目の基本

理念に沿って、施策展開の基本的な方針を、第２部において、基本法に定める 12 項

目の基本的施策について、集中的に実施すべき施策、関係機関の緊密な連携の下で実

施すべき施策等総合的・計画的推進が必要な海洋施策を、第３部において、海洋施策

推進のために必要なその他の事項を定める。 

 

第１部 海洋に関する施策についての基本的な方針 

１ 海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和 

我が国においては、これまで海洋の利用は、主として水産と海運に限られてきたが、

近年、周辺海域には、メタンハイドレート等のエネルギー資源、海底熱水鉱床やコバ

ルトリッチクラスト等の鉱物資源、波力や潮力等の自然エネルギー、海洋微生物等 

様々な開発可能な資源の存在が明らかになりつつある。 

今後、世界人口の増加、各国の経済発展に伴い、世界的に食料資源及びエネルギー・

鉱物資源への需要が増大すると予想されている。しかしながら現状においては、水産

資源の状況は全般的に悪化しており、その回復が急務となっている。また、エネルギ

ー・鉱物資源については、周辺海域における賦存状況や賦存量が明らかになっていな

い、非在来型の天然ガス資源や金属鉱物資源は採掘技術が未確立である等の課題が存

在している。 

このような海洋資源の積極的な開発・利用を行うためには、再生産可能な資源につ

いては持続可能な利用が実現されるよう努めるとともに、海洋環境の保全との調和が

図られるよう十分配慮した上で、必要な技術の開発、合理的な計画づくりと所要の体

制整備等に努める必要がある。 

我が国周辺海域は世界の三大漁場の一つと言われ、極めて高い生産力を持つ海域で

あるが、現在、資源評価を実施している水産資源のうち約半数が低位水準にとどまっ
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ている。水産資源は再生産可能であるため、漁獲可能量（TAC）制度・漁獲努力可能

量（TAE）制度に基づく管理、資源回復計画等の推進に加え、漁場生産力の向上、周

辺国・地域との連携・協力の強化等を図り、低位水準にある資源を回復させる必要が

ある。さらに、これらの水産資源の回復措置に加え、海鳥、ウミガメ等の混獲防止に

努めることも海洋生態系の保全のために重要である。 

また、周辺海域に賦存すると見込まれている石油・天然ガス資源の探鉱・開発は、

主として水深 200ｍ以浅の海域の一部にとどまり、未探鉱の海域が広範に残されてい

る。石油・天然ガス開発は探鉱・開発リスクが高いことから、海洋環境への影響にも

配慮しながら、国による基礎物理探査や試錐しすい等の基礎調査を計画的に推進して

いく必要がある。一方で、我が国企業は大水深域での石油・天然ガス開発の経験が乏

しく、産油国での大水深域の鉱区開放に参入できない事態も発生していることから、

基礎調査の実施に当たっては、特に大水深域での我が国企業の経験の蓄積も考慮に入

れる必要がある。 

このほか周辺海域には、非在来型の天然ガス資源であるメタンハイドレートや海底

熱水鉱床、コバルトリッチクラスト等の金属鉱物資源の存在が明らかになっている。

これらの資源は、エネルギー・鉱物資源のほとんどを海外に依存する我が国にとって

貴重な国内資源として期待されているが、いまだ基礎的な調査又は技術開発の段階に

あり、また、資源採取に当たり、海底の生物の生息環境等に重大な影響を与えるおそ

れもある。このため、環境に与える影響を事前に評価し影響をできる限り軽減する技

術も含め、将来の商業化に向けた技術開発プログラムを策定するとともに、その達成

に向けた国、研究機関、民間企業等の連携体制を構築し、着実な進展を図る必要があ

る。 

また、世界的な経済発展に伴い海上輸送量が増大しており、船舶に起因する海洋汚

染を防止し、海洋環境への負荷を低減させることが一層重要となっている。このため、

世界の海上輸送量の約 7分の 1（平成 18 年）に関わる我が国としては、海洋生態系に

深刻な影響を与える油や有害物質の流出防止、事故発生時及びその後の適切な対応、

船舶に起因する大気汚染の防止等について、国際的な取組を着実に進める必要がある。

さらに、船舶のバラスト水を介した水生生物の移動による生態系への影響の防止や国

際海運における船舶の二酸化炭素排出削減等の新たな課題に対して国際社会の中で

先導的な役割を果たすために、技術開発も含め、積極的に取り組む必要がある。 

２ 海洋の安全の確保 

我が国は、国土の周辺に管轄権の及ぶ広大な海域を有し、経済の発展及び生活の安

定に必要なエネルギー資源、食料等を含む物資輸送の多くを海上輸送に依存しており、

また、人口、資産、社会資本等が沿岸部に集積している。このような地理的、経済・

社会的特徴等から、航行の自由や海洋資源開発等の経済的存立の基盤となる海洋権益

を確保するための航行の安全を含む海洋の安全の確保及び自然災害の脅威への対応

が、国民生活全体にとっての重要な課題である。 

我が国は、関係諸国との協力関係の強化等により、海上輸送路における航行の自由
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と安全の確保、周辺海域における安定した秩序の維持等に努めているが、周辺海域に

おける密輸・密入国、工作船等犯罪に関わりうる船舶の侵入や航行の秩序を損なうよ

うな行為、海賊行為や大量破壊兵器の海上輸送による拡散、周辺国海軍艦艇の活動の

活発化等の我が国の海洋権益及び治安を損なうおそれのある事態の発生が、我が国の

安全及び治安上の問題として懸念されている。このような問題に対応するため、制度

上の整備を図っていくとともに、効果的かつ機動性のある監視・取締り等を実施する

ため、関係機関間の連携強化、装備等の着実な整備及び高性能化、人員の整備等によ

る体制強化を推進する必要がある。その際、離島を含む沿岸域の住民の協力を得るこ

とが有効である。さらに、国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為等の

防止を図るため、海上人命安全条約に基づいて、国際協調の下、港湾等における保安

対策を適切に実施する必要がある。 

エネルギー資源等の多くを海上輸送に依存している我が国にとって、海洋における

航行の自由を確保しつつ、石油等の主要な輸送海域における海上交通の安全や放射性

物質輸送の安全を確保することは、経済的側面を含む我が国の安全を確保する上で極

めて重要である。特に、海上交通の要衝であるマラッカ・シンガポール海峡を含む海

域については、航行援助施設の維持管理に加えて、海賊対策、テロ対策等について、

国際的な連携・協力の促進に積極的に取り組む必要がある。さらに、我が国の国益の

ためのみならず、海賊行為、海上におけるテロ及び海上輸送による大量破壊兵器の拡

散等の防止という国際社会の要請に応えるとの観点から、国際法に則し、公海上でこ

れらの行為を抑止し取り締まるための体制の整備を検討し、適切な措置を講じていく

必要がある。 

周辺海域においては、航行の安全等に係るこれまでの努力にもかかわらず、毎年多

くの海難、死亡者等が発生しており、航行の安全確保と海難救助の対応強化は依然重

要な課題である。このため、大型化、高速化する船舶に対する社会的要請の変化や海

難の原因等を踏まえ、船舶が満たすべき安全基準の整備と船舶検査を通じたその確実

な実施が不可欠である。また、大型化、高速化、外国籍船の増加、プレジャーボート

による活動等を背景として複雑化・多様化する船舶の運航形態に応じた安全管理体制

が構築され、海難防止のための対策が適切に実施されるよう指導監督を徹底する必要

がある。一方、航路の保全や安全な航行を支援するための施設の整備、船舶自動識別

装置等の新技術を活用した海上交通環境の改善等の施策も着実に進めていく必要が

ある。さらに、海難等の発生原因やメカニズムの究明、海難の分析等による安全基準

や運航管理体制の改善等を図ることが必要である。 

海難救助については、巡視船等による現場での対応能力を強化することが基本的に

重要である。加えて、海難発生の早期把握や救助現場特定能力の向上、海難現場への

迅速な移動、多様な救助活動に対応しうる救助技術・能力の向上とともに、遭難者の

捜索・救助活動についての各国との協力を推進する必要がある。 

また、我が国は、地震、台風等による災害が発生しやすい厳しい自然条件に加えて、

長い海岸線を持ち、人口・資産等が沿岸部に集積していることから、津波、高潮、波
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浪等の海洋に由来する自然災害や海岸侵食に対して脆弱である。さらに、巨大海溝型

地震の発生、地球温暖化に伴う海面上昇及び台風の強度の増大によるゼロメートル地

帯を中心とした高潮被害の深刻化等の可能性が指摘されている。これら海洋由来の自

然災害から国民の生命、身体及び財産並びに国土を守るため、地震観測、津波予測等

の能力向上や海岸保全施設の整備等の災害防止策、津波や高潮の警報等の迅速な提供

や住民の避難支援等の被害拡大防止策、臨海部の防災拠点機能強化や被災地への人員

派遣体制の強化、被災施設の修復等の災害復旧のそれぞれを着実に推進することが必

要である。また、地球温暖化に伴う海面上昇等から生じうる事態に対応しうる海岸保

全施設整備等について検討し、適応策を実施していく必要がある。 

３ 科学的知見の充実 

海洋は、依然として人類にとって未解明の領域が多く、地球環境問題等の地球規模

での問題や、巨大海溝型地震への対応、エネルギー資源の安定確保の問題等、海洋調

査と海洋に関する研究開発が大きな役割を果たさなければならない状況に直面して

いる。一方、海洋に係る調査・研究には特殊な船舶等の施設設備が必要なこと、長期

にわたる取組が必要で短期間のうちに直接的な成果に結びつきにくいこと等の特殊

性がある。海洋に係る科学的知見の充実に当たっては、これらの特殊性や我が国の科

学技術水準を踏まえた上で、様々な課題に対して新たな英知を創出して世界に貢献し、

豊かな海洋資源や海洋空間の持続可能な利用及び安全・安心な国民生活の実現を図る

観点から、海洋調査と海洋に関する研究開発について戦略的に推進することが重要で

ある。 

多様な知と革新をもたらす基礎研究に関しては、地道で真摯しんしな真理探究と試

行錯誤の蓄積が重要であることを踏まえ、持続的に発展させていくことが必要である。

また、海底の地震発生帯や海底資源探査を可能とする我が国独自の海底探査技術等に

よる海洋地球観測探査システムが国家基幹技術として位置付けられるなど戦略的重

点的に推進すべき技術課題が精選されており、これらの取組を着実に推進し、成果を

上げていくことが必要である。その際、海洋に関わる事象は相互に密接に関連してい

ることから、様々な課題の解決に向けて人文・社会科学も含め多岐にわたる研究領域

を結集して対応することが重要であるとともに、研究者の視点により自由な発想で行

う研究活動の充実を図ることが必要である。 

海洋調査に関しては、水産資源管理、海底資源開発、地球温暖化対策、海洋の生物

多様性の確保、海上交通の安全、海底地震対策等各種の行政分野に応じて、調査目的

に応じた調査方法により実施されている。各政府関係機関等による調査目的に照らし

データ不足の海域の調査を中心に海洋調査を充実するとともに、より効果的・効率的

な海洋調査の実施の観点から、各機関の連携・協力により、情報の共有化等を更に促

進することが重要である。国際的にも先導的な立場で海洋調査を推進するためには、

最先端の性能を有する船舶、設備等が必要であるが、現有の船舶、設備等の中には老

朽化が進んでいるものもあることに加え、最近の燃料費の高騰の影響により、調査活

動が制約されている面もある。このため、調査計画等の情報の共有化、運用の効率化
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を推進するとともに、施設、設備等の整備や運用につき計画的かつ燃料費等の情勢に

柔軟に対応していくことが必要である。また、総合的な海洋政策の推進に当たり、海

洋管理に必要な基礎情報について、各機関が連携・協力し重点的に海洋調査を行う必

要がある。 

さらに、海洋調査等により得られた様々な海洋に関する情報については、各機関の

目的に応じ個別に管理・提供が行われている状況にあるが、産業界、学界等から利便

性を高める要請が強い状況や、情報の管理方法等について必ずしも統一が図られてい

ないという問題がある。このため、各機関に分散している海洋関係諸情報について、

海洋産業の発展、基礎研究の促進、海洋調査の効率化等に資するとともに、使いやす

くかつ効率的・合理的なものとなるよう、一元的な管理・提供を行う体制を整備する

必要がある。 

一方、将来にわたり我が国の海洋科学技術の水準を高め発展させていくためには、

優秀な研究者、技術者及び研究支援者が確保されることが必要不可欠である。しかし

ながら、フロンティア分野に関しては、将来を支える若手人材が不足しており後継者

の育成が大きな課題となっている。このため、最先端の研究を切り拓き国際的にもリ

ーダーシップを発揮できる人材を始め、若手人材の育成・確保が必要である。 

加えて、海洋という未知なる領域への挑戦は、人類の知的欲求から発するものとし

て大いにこれを振興することが重要であるとともに、次世代を担う青少年を始めとす

る国民全体の海洋に関する理解、関心の増進につながるものであることから、次の世

代を支える青少年が、海洋の夢と未知なるものへの挑戦心を培うことができるような

教育及び普及啓発活動の充実が必要である。 

科学技術は日進月歩であり、絶えず新しい発想で新しい研究を行っていく姿勢を重

要視していくことが、海洋科学技術分野の将来の発展のためにも不可欠である。海洋

基本法の制定を契機に、経済団体や学界等から関係府省の所掌を超えた様々な研究開

発制度、研究開発プロジェクト等に係る各種構想が提案されている状況にあるが、新

しい発想で各界においてこのような構想が検討され提案され、可能なものから逐次実

現されていくことは、海洋に関する研究開発の活性化の観点からも重要である。これ

まで、海洋に関するこうした開発構想は、概して、関連分野が多岐にわたること、初

期投資が大きいこと等から容易に実現に結び付かないという側面もあったことから、

関係府省連携の下、これらの新しい構想に係る提案等に関し実現可能性や波及効果等

を明確化する必要がある。 

４ 海洋産業の健全な発展 

我が国は、貿易量のほぼ全量、国内輸送量の約 4割（セメント、鋼材等の産業基礎物

資については 8割以上）を海上輸送に依存している。また、水産物は、国民への動物

性たんぱく質供給の 4割を占め、栄養バランスの優れた「日本型食生活」の実現を図

る上で、極めて重要な食料である。これらを支える海運業、水産業、造船業・舶用工

業等の海洋に関する産業は、我が国の経済社会の健全な発展や国民生活の安定向上の

基盤であり、その健全な発展は、海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和や、
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海洋の安全の確保等を図っていくためにも不可欠である。 

海洋産業については、海洋基本法において「海洋の開発、利用、保全等を担う産業」

と定義付けがなされている。これまでも、海洋関連産業の市場規模等についての試算

事例はあったが、動向に係る公式の調査は行われていない。今後の海洋産業の振興の

ための様々な取組を適切に行っていくためにも、海洋基本法の定義に基づく海洋産業

について、その現状を正確に分析し把握することは重要であることから、海洋産業に

係る基本的な情報の調査・収集・整備を行っていく必要がある。 

主要な海洋産業の状況を見ると、海運業においては、国際的な競争の激化に伴い多

くの海運国において自国外航海運業の国際競争力向上を目的とする施策を強化して

きている。また、我が国の企業が運航する外航航路に従事する船舶は、便宜置籍船等

により総数としては維持されているものの、ピーク時との比較で、日本籍船は昭和 47

年の 1,580 隻から平成 18 年の 95 隻へ、日本人外航船員は昭和 49 年の約 5 万 7 千人

から平成 18 年の約 3 千人へと極端な減少が続いている。内航船員についても昭和 50

年の約 7 万 5 千人から平成 18 年の約 3 万人へと減少するとともに、45 歳以上の占め

る割合が 64%に上る等高齢化が著しい。これらの状況は、安定的な海上輸送の確保の

観点から、憂慮すべき事態である。水産業においては、特に漁船漁業における船齢の

高齢化が深刻な問題となっている。このため、今後とも海洋の開発・利用の中核とな

るべきこれらの産業の競争条件整備や体質改善等を早急に図る必要がある。造船業及

び舶用工業についても、安定して良質な製品を市場に供給し続けていくために、我が

国の高い技術力をいかしつつ、安全・環境基準の策定と技術開発を一体的に推進し、

国際競争力の強化や経営基盤の強化等を図る必要がある。 

また、アジア地域の経済発展に伴い貿易量が増大する中で、競争力を増している周

辺アジア諸国の港湾との間で厳しい選別が行われる状況等に対応し、海上輸送ネット

ワークの拠点である港湾について、コンテナ船の大型化等に対応した施設整備や手続

きの簡素化等の基盤形成を図る必要がある。 

さらに、我が国の豊富な海洋資源や多様で広大な海洋空間をいかした新たな海洋産

業の創出にも積極的に取り組むことが重要である。このため、様々な産業における海

洋利用を促進するための技術開発の推進に加え、海洋関連技術や情報の活用の利便性

向上を図り、産学官連携によるイノベーション・システムを構築し、これらの関係者

による明確な目標の設定、調査・研究・開発から実用に至る合理的な計画づくり等を

促進する必要がある。また、地域の活性化の視点から、海洋レジャーの推進等海洋資

源をいかした地域産業の活性化に取り組んでいくことが必要である。さらに、深海底

微生物資源等将来の発展が期待される資源については、国際動向を把握しつつ、所要

の対応体制等を整備していく必要がある。 

将来にわたり海洋産業が健全な発展を図っていくためには、人材の育成及び確保を

図っていくことが重要である。このため、海洋産業の就業の場としての魅力の向上に

努めるほか、次代の海洋産業を担う人材を育成するための高校・大学等を通じた海洋

産業に関する実践的な専門教育の充実等を図る必要がある。 
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５ 海洋の総合的管理 

海洋は、陸域を含む地球上の生物の命を支え、多種多様な生物が生息・生育する場

であるとともに、水産資源やエネルギー・鉱物資源の開発・利用、海上交通、レクリ

エーション活動等様々な人間活動が行われる場でもあり、さらには、美しい砂浜や

荒々しい独特の自然景観を有するなど、多様な機能を有している。また、一定の行為

や変化が他の行為や事象に影響を与えるなど、海洋に関わる様々な事象が相互に密接

に関連している。このため、海洋が広大であるとはいえ限界のある空間である以上、

個別の利用者が自らの利害に応じた行動をとるのみでは、全体として最適な状態を達

成できるとは限らない。加えて、我が国の排他的経済水域は、7つの国・地域と接し、

主張が重複する海域が存在するほか、海洋は地球を覆う一体の連続した存在であるこ

とから、その管理を行う際には国際的な視野も欠かすことができない。海洋の管理に

当たっては、これらを総合的に検討する視点が不可欠であるとともに、国連海洋法条

約を始めとする海洋に関する国際ルールに基づく適切な権利の行使、義務の履行及び

国際協調に留意する必要がある。 

このような観点から、国際社会においては、海洋及び海洋資源について、平和的で、

衡平かつ持続可能な開発・利用の実現に努めるべきである。このため、関係国間の連

携の確保、海洋秩序の形成や海洋環境保全に関する枠組みづくり等へ積極的に貢献す

るとともに、排他的経済水域等について我が国と相手国との主張が重複している海域

については、国際ルールに則した解決を追求していく必要がある。 

一方、我が国が管轄権を有する海域においては、当該海域を管理する立場として、

①海域を持続可能な利用が図られるよう適切な状態に保つこと、②海域の開発・利用

の可能性を明らかにするとともにその促進を図ること、③輻輳ふくそうする海域利用

における利用秩序を維持すること、に努めるべきである。このため、汚濁負荷の低減

等による海洋環境の保全、海洋資源の計画的な開発・利用、海洋に関連する諸情報に

ついての一元的な収集・管理・提供、海域の監視・指導・取締り等に積極的に取り組

む必要がある。なお、海域の利用実態を見ると、複数の利用者が同一の海洋空間を立

体的、時間的に住み分けながら利用しあうことが一般的である。これら利用者相互の

調整は、法令によるほか、当事者間の話合いにより行われている。管理に当たっては、

こうした実態を十分踏まえるとともに、必要に応じ、関係者の円滑な調整のための環

境整備を行うことが必要である。 

また、海域の管理に際しては、海域ごとに、その社会的・経済的意義、海域利用の

現状、海洋環境保全上の重要性等を踏まえる必要がある。特に、沿岸海域は、多種多

様な海洋生物が生息・生育し、重要な水産資源の生育場ともなっている一方で、既に

相当程度海洋空間や海洋資源の利用が進んでおり、環境汚染や生態系破壊が懸念され

る状況にある。加えて、沿岸海域は、陸域と接しており、陸域との関連を踏まえた施

策展開が必要であるとともに、地域ごとに、多様な海域特性に対応した特色ある海域

利用が行われていることにも留意する必要がある。これらを踏まえ、沿岸海域の管理

については、陸域からの汚濁負荷の低減、発生源対策を含めた漂流・漂着ゴミ問題に
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対する総合的取組、海洋の生物の多様性の確保等のための保護区の設定等適切な海洋

環境保全措置の検討及び導入、河川等を通じた陸域からの土砂供給量の減少等による

海岸侵食への対応を含む海岸保全対策等沿岸海域において深刻化している問題に的

確に対応する必要がある。さらに、沿岸海域及び関連する陸域が一体となった、より

実効性の高い管理のあり方について検討を行い、その内容を明確にした上で、適切な

措置を講じる必要がある。 

このほか、大陸棚については、国連海洋法条約に基づき 200 海里を超えて設定しう

ることから、我が国の大陸棚の外縁が適切に設定されるよう取り組んでいく必要があ

る。また、排他的経済水域等における権益が損なわれることのないよう、国連海洋法

条約等の国際ルールに適合した外国船等の適切な活動を促進するための対策につい

て、制度面を含め検討し、適切な措置を講じていく必要がある。さらに、広大な我が

国の管轄水域に点在する離島について、その海洋政策推進上の位置付けを明確化し適

切に管理するとともに、地域における創意工夫をいかした定住・雇用促進等の振興策

により自主性を重んじた離島地域の発展を促進する必要がある。 

６ 海洋に関する国際的協調 

我が国は、国土の周りに広大な管轄海域を有する海洋国家であり、航行の自由を始め

とする海洋の秩序の今後の展開は、国益に大きな影響を与える。東シナ海等において

は排他的経済水域等について我が国と相手国との主張が重複する海域があり、資源開

発等について問題が生じてきている。我が国の権益を確保し、周辺海域における秩序

を安定したものとすべく、このような問題への対応や問題の根本的解決を図るため、

一貫して国際ルールに則した解決を追求していく必要がある。海洋における航行の自

由と海洋の安全の確保、水産資源の持続可能な利用の実現等は、貿易立国であり、か

つ、主要な漁業国で水産物の消費大国である我が国の海洋権益に大きく関わるのみな

らず、広く国際社会に課された課題である。このため、これらの課題について、国際

的な要請も踏まえつつ、関係国間の連携・協力を推進するとともに、国際的な秩序の

形成・発展及びその遵守の確保について先導的な役割を担うことが必要である。さら

に、地球温暖化への対応や生物多様性の確保等の地球規模の課題について、国際社会

の連携を積極的に強化する必要がある。 

また、我が国は、海洋秩序の形成・発展の観点から、海洋に関する紛争について、

国際法を始めとする国際ルールによりその解決を図ることとし、国際司法機関等第三

者機関の積極的な活用を重視するとの立場をとっている。このような考え方を、我が

国のみならず、各国においても共有することを促すとともに、国際海洋法裁判所等の

海洋分野における国際司法機関の活動を積極的に支援していくことが重要である。 

我が国にとって、海洋の基本的秩序である航行の自由と海洋の安全の確保は重要で

あるため、近隣諸国を始めとする各国との連携・協力を推進する必要がある。特に、

我が国への原油輸送路であるペルシャ湾からマラッカ・シンガポール海峡を経て我が

国に至る海域には、海賊事件の発生等治安上の問題があるとともに、船舶の輻輳ふく

そう等航行安全上の問題が存在する。これらは、沿岸国及び旗国の主権を尊重しつつ、
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国際社会が協力して対応すべき問題である。このため、アジア海賊対策地域協力協定

が海賊対策に関する先駆的な対応であることを踏まえ、同協定に基づく諸活動を、よ

り多くの国の参加を得つつ、積極的に推進する必要がある。また、同海峡の航行安全

確保について、沿岸国と利用国の協力のあり方を具体化した新たな協力メカニズムの

下における関係国間の連携・協力を推進する。さらに、エネルギー安全保障上重要な

放射性物質輸送の安全を確保するため、同輸送に懸念を有する諸国との信頼関係等を

強化する必要がある。これらに加え、我が国は、国際海事機関（IMO）等における国

際約束等の策定に主体的に参画するとともに、海上におけるテロ対策や大量破壊兵器

等の海上輸送等への対応に関する国際約束を可能な限り早期に締結し、国際協力に積

極的に参画していく必要がある。 

多くの水産資源が低い水準にあるとの指摘がある中で、近年、漁業活動に新規参入

する国が相次ぎ、我が国等伝統的漁業国と競合する状況が生じており、限りある主要

水産資源の持続可能な利用を実現することは国際社会の喫緊の課題となっている。こ

のため、我が国は、マグロ類資源を始めとする主要水産資源について、多国間の地域

漁業管理機関を通じ、その持続可能な利用の実現について先導的役割を担うとともに、

鯨類等の合理的利用を否定する動きについては、水産資源の持続可能な利用という基

本的な考え方について国際社会の幅広い理解と支持を得るよう努めることが重要で

ある。また、日中韓三国の排他的経済水域における水産資源の保存・管理を図るため、

暫定水域等を含め、資源の適切な管理に向けて連携・協力を強化する必要がある。 

地球表面積の 7割を占める海洋は、気候変動を始めとする地球環境の変化に大きく 

関連するため、地球温暖化等の問題の解決に向け、海洋の諸現象に関する原理を追

求・解明していくことが必要である。主要先進国であり、海洋国家である我が国は、

地球温暖化や気候変動について、防災・災害被害の軽減をも念頭に置き、海洋の調査・

研究を推進し、より正確な予測モデルの構築や基礎科学の発展のため、気候変動に関

する政府間パネル（IPCC）への貢献等先導的役割を果たす必要がある。 

また、地球温暖化に伴い一層深刻化する津波、高潮等への有効な対策について、ア

ジア・太平洋地域の地域的協力への支援、津波災害の危険が懸念される諸国への津波

情報のリアルタイムでの提供、海外における津波、高潮等による災害からの復興に対

する支援等について積極的に取り組む必要がある。 

 

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

１ 海洋資源の開発及び利用の推進 

我が国は、主要な漁業国であり、また、エネルギー・鉱物資源の多くを海外に依存

しているため、水産資源の持続可能な利用の実現やエネルギー・鉱物資源の開発を促

進することが重要である。水産資源については、その多くが低位水準にあるとの指摘

があり、漁場環境の保全等による水産資源の回復、適切な管理措置の導入等が必要で

ある。また、エネルギー・鉱物資源については、周辺海域における賦存状況の把握、

生産技術の開発、開発による環境への影響評価等が必要である。さらに、海洋のその
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他の資源を活用することも重要である。 

（１）水産資源の保存管理 

水産業の健全な発展と水産物の安定的な供給を図るため、水産資源の回復を図りつ

つ、持続可能な利用を推進する。その際、沿岸海域において、自然生態系と調和しつ

つ人手を加えることによって生物多様性の確保と生物生産性の維持を図り、豊かで美

しい海域を創るという「里海」の考え方の具現化を図る。 

ア 水産資源の保存管理措置の充実と遵守の確保 

周辺海域においては、漁獲可能量（TAC）、漁獲努力可能量（TAE）を始めとする水

産資源の保存管理措置の充実を図るため、水産資源の現状や動向、将来の予測評価の

精度を高めるための科学的調査を推進する。保存管理措置については、緊急に資源回

復が必要な魚種等について策定されている資源回復計画を推進する。その際、同計画

の実効性を高めるために設定されている TAE の対象魚種を追加することを検討する。

また、同計画の目標が達成された資源に関し、その水準の維持安定及び合理的な利用

について、関係者の共通認識の下に計画的に推進する新たな枠組みを速やかに導入す

る。さらに、資源を共有する周辺国・地域との連携を強化し、適切な関係の構築を図

る。特に、日中韓三国の排他的経済水域における資源の保存管理を図るため、国別の

漁獲割当量・総隻数の遵守を徹底するとともに、暫定水域等の資源の適切な管理に向

けて連携・協力を強化する。 

管轄海域における密漁を効率的かつ機動的に取り締まるため、関係機関間の連携 

を強化するとともに、体制の強化を図る。 

イ 水産動植物の生育環境の保全、漁場の生産力の増進等魚介類の産卵や幼稚仔 

しの生育にとり重要な藻場等に関する調査・研究を充実するとともに、沿岸海域での

魚礁の設置、産卵場や保育場の造成等の漁場整備を推進する。また、漁業生産量の減

少が著しい沖合海域においても、基礎生産力の向上、産卵場や幼稚仔しの保育場の造

成等の漁場整備を推進する。 

水産資源の生産力に重要な藻場、干潟、サンゴ礁等の保全・再生を推進する。また、

漁業者等が取り組んでいる藻場、干潟、サンゴ礁等の維持管理等の公益的な活動への

支援を推進する。 

（２）エネルギー・鉱物資源の開発の推進 

エネルギー・鉱物資源の開発は、民間企業にとりリスクが高く、技術的な困難も伴

うため、下記のとおり基礎調査や技術開発等について、国が先導的な役割を担う。そ

の際、専門家の意見を聴きつつ、計画的、機動的に実施するとともに、成果を民間企

業に引き継ぐことにより、資源開発を着実に推進する。 

ア 石油・天然ガス 

石油・天然ガスの賦存が見込まれる地質構造は、周辺海域に広く存在しているが、

これらの大部分は未探査であり、昭和 36 年以来の国による実績は、二次元物理探査

12 万キロメートル、三次元物理探査 6 千平方キロメートル、基礎試錐しすい 27 坑に

とどまっている。このため、平成 19 年度に導入された三次元物理探査船を活用し、
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周辺海域における賦存状況の把握を目的として、探鉱実績の少ない海域について重点

的に基礎物理探査を実施するとともに、賦存可能性が高いと判断される海域において

基礎試錐しすい等の基礎調査を実施する。このような調査等を通じ、我が国技術者へ

の探査技術の移転を図る。また、このような基礎物理探査等から得た成果については、

民間企業に引き継ぐ。 

イ メタンハイドレート 

メタンハイドレートは、南海トラフ等に相当量の賦存が見込まれており、商業生産

が可能となった場合には、将来のエネルギー安全保障上重要かつ有望な国産エネルギ

ーとなりうる。一方、生産技術の開発が課題となっており、平成 13 年以降国による

技術開発が継続され、平成 18 年度にカナダ北部において陸上産出試験を実施し、減

圧法によるメタンハイドレートの産出に成果を得ている。このため、賦存状況の把握

のための調査を実施するとともに、周辺海域での産出試験、経済性の評価、生産に伴

う環境への影響の評価技術の確立等、将来の商業生産に必要な技術開発等を計画的に

推進する。 

ウ 海底熱水鉱床及びコバルトリッチクラスト 

周辺海域に賦存することが明らかになりつつある海底熱水鉱床及びコバルトリッ

チクラストは、銅、鉛、マンガン、コバルト等の貴重な資源の安定供給源となりうる。

海底熱水鉱床は、これまでの探査の結果、沖縄海域及び伊豆・小笠原海域で有望な鉱

床が確認されているが、資源量及び環境への影響等に関する情報が十分得られていな

い。また、コバルトリッチクラストは、周辺海域に鉱床が確認されているが、賦存状

況の把握等が今後の課題となっている。 

このため、海底熱水鉱床については、周辺海域における賦存状況の把握のための調

査を実施するとともに、開発に伴う環境への影響の評価技術の確立、海洋環境基礎調

査、採鉱技術の開発等、将来の商業化に必要な技術開発等を計画的に推進する。 

また、コバルトリッチクラストについては、これまで得られた試料の分析を踏まえ

つつ、必要な調査を推進する。 

エ その他の資源の研究開発等 

管轄海域に賦存し、将来のエネルギー源となる可能性のある自然エネルギーに関し、

地球温暖化対策の観点からも、必要な取組や検討を進める。洋上における風力発電に

ついては、設置コストの低減、耐久性の向上のための技術的課題とともに、環境への

影響を評価する手法の確立等に取り組む。また、波力、潮汐等による発電については、

海外では実用化されている例もあるので、国際的な動向を把握しつつ、我が国の海域

特性を踏まえ、その効率性、経済性向上のための基礎的な研究を進める。 

２ 海洋環境の保全等 

海洋は、我々の生活に豊かさや潤いをもたらすかけがえのない存在であり、海洋の

生物多様性の損失や浄化能力を超える海洋環境への負荷を回避することにより、良好

な海洋環境を後々の世代に引き継いでいく必要がある。そして、生物資源の宝庫とし

てあるいは美しい自然景観やアメニティの場として、国民が海洋の恵沢を持続的に享
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受し続けることができるよう、平成 19 年 11 月に策定した第三次生物多様性国家戦略

に基づく海洋における生物多様性の確保や、海洋への環境負荷の積極的な低減その他

の良好な海洋環境の保全のための取組を実施していく必要がある。また、沿岸域のう

ち、生物多様性の確保と高い生産性の維持を図るべき海域では、海洋環境の保全とい

う観点からも、「里海」の考え方が重要である。 

また、国連海洋法条約等において海洋環境の保全等を図ることが義務付けられてい

る一方で、生態系を始めとする海洋環境については未解明な部分が多いことに加え、

海洋環境が一度損なわれてしまうとその再生・回復が困難となることから、悪影響を

未然に防止する観点から、必要に応じて予防的な対策を講じるとともに、生態系、海

洋汚染物質等の海洋環境に関する科学的知見の充実を図ることが必要である。また、

海洋環境の状況を的確に把握し、その結果に応じて海洋の管理や利用方法の柔軟な見

直しを行っていくことが重要である。 

さらに、海洋が人類共通の財産であることを踏まえ、国際的な協調の下で海洋環境

の保全策を推進することが重要である。周辺海域については、とりわけ近隣各国と相

互に連携して管理していく必要がある。 

なお、二酸化炭素の吸収等海洋による気候変動の緩和や、海水の二酸化炭素濃度の

増加による海洋環境への影響等に関する科学的知見の充実を図り、地球環境の保全に

貢献することが必要である。 

（１）生物多様性の確保等のための取組 

生物多様性の確保を効果的に実施するためには、重要な海域において重点的に対策

を講じることが有効である。そのため、各種調査により得られた自然環境情報を収

集・整理し、これに基づき、生物多様性を確保する上で重要な海域等を特定した上で、

生態系の特性に応じ、生物多様性を確保するための行動計画を策定する。また、様々

な主体による調査研究や生物多様性の確保に配慮した行動等の推進を図るため、海洋

の生物多様性に関する情報を海洋自然環境情報図として取りまとめ、提供する。さら

に、希少動物の保護を始めとした生物多様性の確保を効果的に実施するため、漁業活

動における海鳥、ウミガメ等の混獲の回避や生息地の保全等海洋に依存する生物の保

護の取組を推進する。 

また、浅海域の藻場、干潟、サンゴ礁等については、海洋の生物多様性や環境浄化

機能を確保し、海洋の自然景観を保全する上で重要な場所であるが、過去にその多く

が失われている。そのため、自然公園法、鳥獣保護法等に基づく各種保護区域等の充

実、自然再生推進法等の枠組みも活用した干潟等の積極的な再生・回復、陸域からの

土砂や栄養塩の供給の適正化等の陸域と一体となった取組を推進する。特に、サンゴ

礁については、国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）の東京総会（平成 19 年 4 月）

での決議も踏まえ、アジア・オセアニア地域における保護のネットワーク形成を推進

する。 

さらに、生物多様性の確保や水産資源の持続可能な利用のための一つの手段として、

生物多様性条約その他の国際約束を踏まえ、関係府省の連携の下、我が国における海
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洋保護区の設定のあり方を明確化した上で、その設定を適切に推進する。 

（２）環境負荷の低減のための取組 

内湾等の閉鎖性海域において、流域からの汚濁物質、窒素及びリンが滞留し、赤潮

や貧酸素水塊の発生により魚介類が斃死へいしするなど生物の生息・生育環境が悪化

している。生態系の保全を含む水環境の改善を図るため、総量規制制度により工場・

事業場からの汚濁物質等の総量を削減するとともに、下水道等の整備や高度処理の導

入、市街地、農地等の非特定汚染源対策、覆砂等による底質改善等を総合的、計画的

に推進する。また、海域ごとの利用目的に応じ水質等の目標について検討を行い、そ

こに至るまでの道筋を明らかにした上で、更なる改善施策を展開する。さらに、水質

等に係る科学的知見を充実させ、人の健康や生活環境を保全するために設定される環

境基準について、水生生物の保全も考慮して検討を行い、必要な場合は改訂を行う。 

また、近年、漂流・漂着ゴミが、海岸の利用を損ない、生態系を含めた環境・景観

の悪化、船舶航行の阻害や漁業への被害の原因となるなど深刻な問題となっているた

め、平成 19 年 3 月に「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議」において策定さ

れた当面の施策を踏まえ、関係府省の連携の下、各種施策を推進する。具体的には、

状況の把握、循環型社会形成推進基本計画に基づく国内の廃棄物の削減、北西太平洋

地域海行動計画（NOWPAP）を活用した関係国の理解の促進、NGO・民間企業等の参加

の下での国際連携の強化、関係国間の政策対話、国民への情報提供及び普及啓発等の

国際的な対応も含めた発生源対策を推進する。さらに、関係府省による調査等の成果

を踏まえ、地域の実情に応じた漂着ゴミの効率的・効果的な状況把握、回収・処理方

法の確立を図る。また、大量に漂着したゴミの処理を行う地方公共団体に対する支援

等、被害が著しい地域での施策を着実に実施する。 

さらに、国際的に、廃棄物の海洋投棄等のより厳格な規制が不可欠であるとの認識

が強まっていることに対応して、海上環境事犯の監視・取締りを徹底するとともに、

平成 19 年 10 月に締結したロンドン議定書等、国際ルールの導入を進める。さらに、

油、有害液体物質等による海洋汚染に関する国家緊急時計画等に基づき、油等防除活

動等を効果的に行うための沿岸海域に係る環境情報の整備、油防除・油回収資機材の

整備、関係機関に対する研修・訓練の実施、油汚染事故発生等の損害補償への的確な

対応等により、流出油等の防除体制を充実する。 

（３）海洋環境保全のための継続的な調査・研究の推進 

政府関係機関等が保有する既存の海洋環境に関する情報を共有するとともに、海鳥

等移動性動物や漁業対象種以外の海洋生物に関する情報等の生物多様性に関する情

報や、特に沖合の海洋汚染物質の発生源解明・分析のための情報について、NOWPAP

等の国際的な枠組みも活用しつつ収集を行い、整理、取りまとめを行う。 

また、船舶を用いた海上及び海中の温室効果ガス濃度の観測、海洋による二酸化炭

素の吸収メカニズムや海水温の上昇等の環境変動が海洋生態系に影響を及ぼすメカ

ニズムの解明に関する研究等を推進する。 

さらに、陸域からの負荷による影響を把握するため、周辺海域の海洋環境の把握・
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評価・予測、流砂や漂砂の調査・解析、底質、海洋生物等の監視・調査等を着実に進

める。 

３ 排他的経済水域等の開発等の推進 

我が国の排他的経済水域等には、多様で豊富な生物資源や今後の利用が期待される

様々なエネルギー・鉱物資源が存在している。我が国がその利用、開発等について管

轄権を有するこれらの資源については、開発等を円滑かつ計画的に推進するための措

置を講ずる必要がある。 

（１）排他的経済水域等における開発等の円滑な推進 

我が国の広大な排他的経済水域等は豊富な水産資源に恵まれ、また、海底には種々

のエネルギー・鉱物資源の存在が確認されてきている。これら資源の開発等について

管轄権の適切な行使を通じ、これら資源の円滑な開発等を推進する。一方、周辺海域

には、排他的経済水域等について我が国と相手国との主張が重複する海域が存在する

ことに伴う問題が生じていることから、これらの問題への対応及び問題の根本的解決

について、排他的経済水域等における我が国の権益を確保すべく、国際ルールに則し

て解決を追求する。 

大陸棚は国連海洋法条約に基づき 200 海里以遠に延長しうることを踏まえ、その地

形、地質等に係る調査を実施し、「大陸棚の限界に関する委員会」に延長に関する情

報を平成 21 年 5 月までに提出するとともに、同委員会での我が国大陸棚の限界に関

する審査に万全の対応を行う等、大陸棚の限界が適切に設定されるよう最大限の努力

を払う。 

排他的経済水域等における権益を確保するため、探査、開発等についての管轄権を

適切に行使するための監視・取締体制を整備・強化する必要がある。このため、巡視

船艇、艦艇、航空機等の適切な代替整備や要員確保を行うとともに関係機関の連携を

強化する。また、同水域における鉱物資源の探査の管理及び外国船による科学的調査

が、我が国の同意を得ずに実施される等の問題への対応策について、制度上の整備を

含め検討し、適切な措置を講じる。 

また、我が国の排他的経済水域等における開発等の円滑な推進を図るため、各種の

調査、技術開発等を充実するとともに、これらの調査等により得られた情報を適切に

管理・提供する。 

（２）海洋資源の計画的な開発等の推進 

ア 水産資源 

生物資源は、再生産が期待できることから、適切に管理することにより、枯渇させ

ることなく持続的に利用することが可能である。我が国の管轄権が及ぶ海域の水産資

源については、重要水産資源についての漁獲可能量等を定めている「海洋生物資源の

保存及び管理に関する基本計画」に基づき、保存・管理を計画的に推進するとともに、

資源の状況等を踏まえ、適宜同計画の見直しを行う。 

また、「海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針」に基づき、

水産動植物の増養殖の推進、新漁場における漁業生産の企業化の推進、漁場における
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新漁業生産方式の企業化の促進等に取り組む。 

イ エネルギー・鉱物資源 

陸域の資源に乏しい我が国は、需要量のほぼすべてを海外からの輸入に頼ってきた

が、近年は資源価格の高騰に伴い資源産出国において資源ナショナリズムが急速に高

まりつつある。このような状況は、我が国のエネルギー・鉱物資源の安定供給確保に

も影響を及ぼしかねないものである。この対策として、現在、我が国は資源外交を活

発化し資源産出国との関係強化に努めているが、これに加えて、他国の資源政策に影

響されない安定的な自らの資源供給源を持つための取組を進める必要がある。天然資

源に対し管轄権の及ぶ排他的経済水域等においてエネルギー・鉱物資源の探査・開発

を行うことは、この意味から極めて重要である。 

ただし、海洋におけるエネルギー・鉱物資源の開発には未解決の技術的課題が多く

残されている。このため、国の主導による本格的な探査・開発を明確な目標と綿密な

計画の下で着実に推進することによって、中期的に商業化を目指すことが国家戦略と

して妥当である。 

このような認識から、排他的経済水域等における当面の探査・開発の対象を石油・

天然ガス、メタンハイドレート及び海底熱水鉱床とし、必要な政策資源を集中的に投

入するとともに、コバルトリッチクラストについては今後の調査・開発のあり方につ

いて検討する。その際、現在の高水準の資源価格は、国際市場における構造的な需給

逼迫ひっぱく状況を踏まえると今後も中長期的に継続する可能性が高いことから、探

査・開発は可能な限り早い速度で進め、成果を得る必要がある。このため、いまだ商

業化されていないメタンハイドレート及び海底熱水鉱床については、今後 10 年程度

を目途に商業化を実現することを目標とする。これらの目標に向けて、おおむね以下

に示す手順で探査・開発を推進する。 

石油・天然ガスについては、より水深の深い海域の比重を高めつつ、二次元物理探

査、三次元物理探査及び基礎試錐しすいを広域展開する。特に、三次元物理探査につ

いては、探鉱面積を大幅に拡大するため、平成 19 年度に導入した調査船を十分に活

用し通年調査を実施する。メタンハイドレートについては、平成 20 年度までにカナ

ダで行う陸上産出試験により得られた技術課題の評価を行う。この結果を踏まえ、平

成 21 年度から次の研究段階に移行し、周辺海域における海洋産出試験等の実施によ

り将来の商業化実現を目指す。 

海底熱水鉱床については、平成 24 年度までに沖縄海域及び伊豆・小笠原海域を中

心に資源量と環境影響に関する調査を行うとともに、採鉱技術、金属回収技術等の検

討を行い、開発課題を明らかにする。この結果を踏まえ、次の研究段階に移行し、将

来の商業化実現に向けた技術開発等を行う。コバルトリッチクラストについては、こ

れまでに得られた試料の分析等を踏まえ、調査・開発のあり方を検討した上で、有望

な海山を抽出するための調査を行う。また、老朽化が著しい調査船の維持・更新の方

法について検討し、適切な措置を講ずる。 

以上を確実に推進するため、平成 20 年度中に、関係府省の連携の下、「海洋エネル
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ギー・鉱物資源開発計画（仮称）」を策定する。同計画においては、目標達成に至る

までの探査・開発の道筋とそのために必要な技術開発等について極力具体的に定める。

あわせて、これら探査・開発において、国、研究機関及び民間企業が果たすべき役割

分担を明示する。 

ただし、資源探査の成否には不確定要素が少なからずあり、それらが計画全体の進

行速度を大きく左右する可能性があることは否めない。また、資源価格の水準は商業

化のタイミングに影響する。このため、同計画が常に適切な計画であり続けるよう、

必要に応じ、探査の進捗しんちょくや資源価格の見通し等の諸状況を踏まえて見直し

を行う。また、国による探査・開発の成果を民間企業に円滑に引き継ぐための環境整 

備のあり方や、海洋におけるこれらの企業活動に対する国の関与のあり方についても

検討し、早期に適切な措置を講ずる。 

４ 海上輸送の確保 

経済活動や国民生活の水準の維持向上に必要な物資を、適時適切に運送できる効率

的で安定的な海上輸送の確保は、貿易量、国内輸送量の多くを海上輸送に依存する我

が国にとって極めて重要である。 

しかしながら、外航海運業における日本籍船及び日本人船員の激減、内航海運業に

おける船員の高齢化の進行と近い将来に見込まれる不足等により、海上輸送を将来に

わたって確保することへの不安な要素が生じてきており、対策が必要である。 

また、アジアと欧米との間の主要航路において、我が国の港湾の地位が相対的に低

下しつつあるが、国内の荷主にとって、輸送コストや時間の増大等を招くことにつな

がりかねないため、港湾の国際競争力の強化が必要である。 

さらに、船舶そのものや運航上の問題に起因する重大な海難が絶えないこと、船舶

に由来する環境への影響は地球的な規模の問題として捉えなければならないこと等

から、安全性や環境面の改善等海上輸送の質の向上のための取組も必要である。 

（１）外航海運業における国際競争力並びに日本籍船及び日本人船員の確保 

昭和 60 年頃より、急速な円高の進行に伴うコスト競争力の低下、国際海運市場に

おける競争の激化等によって、我が国の外航海運事業者が、便宜置籍船の導入、外国

人船員の採用等を進めざるを得なくなった結果、日本籍船及び日本人船員が激減した。 

現在、多くの海運国では、自国外航海運業の国際競争力向上を目的とする施策を強

化しており、我が国の外航海運事業者は国際競争上厳しい状況にさらされているため、

日本籍船及び日本人船員は依然として減少傾向にある。 

こうした状況は、海上輸送に多くを依存している我が国にとって、非常時における

海上輸送の確保等の面から問題があり、外航海運業の国際競争条件の均衡化を図ると

ともに、日本籍船及び日本人船員の確保を図る必要がある。 

このため、日本籍船及び日本人船員の計画的増加に取り組む我が国の外航海運事業

者に対する日本籍船の運航トン数に応じた利益の金額に基づく所得計算を選択する

ことができる課税の特例（トン数標準税制）の創設に取り組み、日本籍船の数を平成

20 年度からの 5 年間で 2 倍に、日本人外航船員の数を同じく 10 年間で 1.5 倍にそれ
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ぞれ増加させるための取組を促す。 

（２）船員等の育成・確保 

高齢化しつつある内航海運業の船員の将来的な不足を回避するとともに、外航海運

業における日本人船員の計画的な増加を確実なものにするため、船員を始めとする海

運業従事者の育成・確保等が急務である。 

しかしながら、国民の海洋に対する関心が高いとはいえず、海に関わる職業の意義

や評価に対する認識も高くないこと、内航海運事業者の多くが規模の小さい事業者で

あり、労働条件面での魅力にも乏しいこと等から、若者が職業として海運業を選択す

ることはなかなか期待できない状況にある。 

このため、青少年等の海洋に関する興味を喚起し、正しい知識と理解を深めるため

の取組を推進するとともに、海運業の職業としての魅力を向上させるため、事業者の

グループ化による経営基盤の強化、船員の労働環境の向上を目指した時間外労働に係

る限度基準制度の導入や ILO 海事労働条約の締結に向けた体制の整備等を推進する。 

さらに、退職海上自衛官や資格を有する女性等が、船員として就業するための環境

整備等を推進する。 

また、質の高い船員の効率的な育成を実現するため、船員養成課程における乗船実

習内容の見直し、一般大学や高校等の出身者が海技資格を取得するための制度の更な

る拡充等船員教育システムを再構築する。さらに、就業後の技能向上やキャリアアッ

プを図るため、上級資格の早期取得や小型船から大型船への配置転換等を容易にする

ための環境整備、船舶管理等に関する資格制度の創設等を推進する。 

（３）海上輸送拠点の整備 

海上輸送ネットワークの拠点である港湾に関しては、海上輸送と陸上輸送の結節点

の機能を含めてその効率化を図り、利用者にとって利便性の高いサービスを提供する

必要がある。 

国際海上輸送に関しては、コンテナ輸送において競争力を増している周辺アジア諸

国の港湾との間で厳しい選別が行われる状況にあるため、近年のコンテナ船の大型化

に対応した大水深の長大岸壁を有し、円滑な荷さばき等が可能な高規格コンテナター

ミナルの整備等を推進する。また、拡大しつつある我が国と周辺アジア諸国間の物流

に対応して、定時性・迅速性に優れたフェリーターミナル等の整備を推進する。さら

に、鉄鉱石、石炭等を運搬する船舶の大型化に対応した港湾機能の強化を進める。あ

わせて、輸出入や港湾の利用に関わる様々な手続きの簡素化、電子化等によるサービ

スの向上と保安体制の強化等を推進する。 

一方、国内海上輸送に関しては、地域ごとの産業の特性や輸送ニーズに応じた物流

拠点施設整備等を推進する。 

（４）海上輸送の質の向上 

より安全性が高く、より環境負荷の小さな質の高い海上輸送を実現するためには、安

全面、環境面での基準を満たした船舶に、適切な技術を持った船員が配置され、事業

者の運航管理が適切に行われる必要がある。 
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このため、国際機関での協議を通じ、船舶の設計、建造、運航、解体に関わる各種

の基準の策定と不断の見直しを行うとともに、検査や監査の確実な実施、海上安全の

啓発、航路の安全確保等の施策を着実に実施する。また、経済的に最適な航路の選択

や航行上の危険回避を容易にするための情報の活用、船舶から排出されるバラスト水

による生態系への影響の防止等新たな課題に対処するための技術開発等を推進する。 

５ 海洋の安全の確保 

（１）平和と安全の確保のための取組 

長い海岸と点在する島嶼とうしょ及び広大な管轄海域を有し、経済の発展及び生活

の安定に必要な物資の多くを海上輸送に依存している我が国にとって、航行の自由や

海洋資源の開発等の経済的存立の基盤となる海洋権益は、平和と安全を確保する上で

重要である。このような海洋権益を確保するため、海洋における秩序の維持及び安全

の確保が必要である。 

しかしながら、周辺海域においては、不審船の侵入、密輸・密航、外国漁船による

違法操業、航行の秩序を損なう行為、重大海難事故、周辺国海軍艦艇の活動の活発化

等、我が国の海洋権益及び治安を損なうおそれのある事態が発生し、また、中東から

マラッカ・シンガポール海峡を経由して我が国周辺に至る海域を含む海上輸送路では、

海賊行為や大量破壊兵器の拡散問題等が懸念されている。このような、海洋における

多様な問題に対して、関係諸国との協力を含む適切な対応が必要である。 

ア 周辺海域等における秩序の維持 

周辺海域における不審船、密輸・密航等の犯罪に関わる船舶の侵入や航行の秩序を

損なう行為を防止するため、制度上の整備を検討し、適切な措置を講じる。また、効

果的かつ機動的な対応を強化するため、巡視船艇、艦艇、航空機等の緊急的かつ計画

的な代替整備、巡視艇の複数クルー制の拡充による緊急出動体制の整備等の体制強化

を推進するとともに、不審船に係る共同対処マニュアルに基づく訓練等の実施や周辺

海域の警戒・監視等で得られた情報の共有等による関係機関間の円滑かつ緊密な連携

体制の整備等を着実に推進する。 

海上交通の要衝であるマラッカ・シンガポール海峡等を含む海上輸送路の安全を確

保するため、関係諸国との協力関係の強化、アジア海賊対策地域協力協定に基づき設

置された情報共有センターの活動の支援、人材育成等による対応能力の向上を推進す

る。また、国際法に則し、公海上で海賊行為を抑止し取り締まるための体制の整備を

検討し、適切な措置を講じる。 

航行船舶や沿岸施設に対する海上でのテロ行為の防止及び海上輸送による大量破

壊兵器の拡散の防止に関しては、「海洋航行不法行為防止条約 2005 年議定書（仮称）」

等を早期に締結し、その実効性を確保するため、公海上における船舶上での大量破壊

兵器等の使用や船舶によるこれらの兵器の輸送等を抑止し取り締まるための体制を

整備する。また、拡散に対する安全保障構想（PSI）に基づく海上阻止訓練等へ積極

的に参加する。さらに、放射性物質等の拡散や船舶、港湾施設に対するテロ行為防止

のため、船舶のテロ対策等が適正に行われているかを検査するとともに、港湾等にお
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ける積荷の検査能力の向上等を推進する。 

イ 海上交通の安全に関する取組 

海難の発生を未然に防止するため、海上交通量の増大や船舶の大型化・高速化等に

対応した開発保全航路の整備等による船舶航行水域の確保、船舶自動識別装置の活用、

運輸安全マネジメント制度に基づく評価、海難事例分析等を踏まえた海上交通ルール

の見直し及び航路標識の高度化等を推進する。海上交通の要衝であるマラッカ・シン

ガポール海峡において、沿岸国及び利用国等の協力の枠組みである「協力メカニズム」

に参加し、航行援助施設の維持管理等への協力を推進する。また、台風予報の精度向

上、航海用電子海図の更新の高頻度化等を推進する。さらに、外国船舶についても、

国際的な基準に適合しない船舶を排除するため、各国と協調した対応を強化する。 

海上交通の安全の徹底を図るため、民間海難防止団体の協力も得つつ、知識の普及

を図るとともに、指導・取締りを推進する。 

海難救助を迅速かつ的確に実施するため、漂流予測の精度を高めるとともに、ヘリ

コプターを活用した機動救難体制や救急救命士による高度な救急救命体制を強化す

る。また、遭難者の捜索・救助活動について、各国の捜索救助機関との連携・協力を

推進する。さらに、海難に伴う危険物の流出等に対応するため、資機材の整備や訓練

等を充実する。 

（２）海洋由来の自然災害への対策 

我が国は津波、高潮等の海洋に由来する自然災害に対して脆弱な自然的、社会的条

件の下にあり、繰り返しこれらの被害を受けてきた。加えて近年では、地球温暖化に

より高潮等の被害が増大する可能性が指摘されており、海洋由来の自然災害から国民

の生命、財産等及び国土を守るため、充分な対策を講じる必要がある。 

このため、まずは可能な限り海岸線において、これら災害を未然に防止することが

重要である。ゼロメートル地帯や大規模地震の発生が危惧きぐされる地域等において

は、海岸保全施設等の新設及び老朽化対策を推進するとともに、既存施設の耐震化、

自動化による水門の閉鎖の迅速化等を推進する。 

また、災害発生が予測される時又は災害発生時において、住民の避難や地方公共団

体の防災活動等を支援し、被害の拡大を防止するため、海洋の状態を常時監視し、津

波・高潮等災害に関する的確な情報を迅速に提供することが重要である。このため、

沖合における津波・波浪観測システムの整備、ケーブル式海底地震計の整備、沿岸域

の複雑な地形を反映する高潮予測モデルの改良等を行う。また、被害の軽減のために

は、情報の伝達と同時に、その情報に基づいた住民の的確な避難行動等が必要である

ことから、地方公共団体による避難勧告等の適切な実施、住民等に対する効果的な避

難対策の提示、防災訓練等を推進する。 

さらに、迅速な復旧を支援するための対策として、大規模地震発生時等において海

上輸送を確保するための岸壁の耐震化や緊急物資の積み替えスペースの確保、全国か

ら人員・資機材の柔軟な派遣を可能とするための体制整備等を推進するとともに、被

災施設等の速やかな復旧を実施する。 
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これらの対策に加えて、東海・東南海・南海地震を始めとする海溝型地震、海底活

断層で発生する地震等の災害のメカニズムを科学的に解明することも重要である。こ

のため、海底・地殻内等における高精度の調査観測・研究及び関連技術の開発、東南

海地震の想定震源域において地球深部探査船「ちきゅう」が深海底に掘削した孔を利

用した地震観測等を推進するとともに、これらの成果に基づく地震・津波の予測能力

等の向上に取り組む。また、地球温暖化に伴う海面上昇等の可能性を踏まえた今後の

海岸保全施設等のあり方を検討し、適応策を実施する。 

６ 海洋調査の推進 

海洋に関する施策を企画し、実施するためには、海洋状況の把握、海洋環境の変化

の予測等に必要な調査を着実に実施することが不可欠である。また、このような海洋

調査に必要な観測体制を整備するとともに、調査によって得られた情報が、海洋資源

の開発、海洋産業の発展、海洋環境の保全や研究活動等に活用されるように適切に管

理、提供されることも重要である。さらに、地球規模での環境問題の解決等に対し積

極的に貢献するよう、国際連携による調査の実施及び情報の充実に先導的に取り組む

ことも重要である。 

（１）海洋調査の着実な実施 

各政府関係機関等による海洋調査については、調査結果を速やかに活用する必要が

あることから、それぞれの政策課題に応じた方法によって着実に実施する。また、調

査に必要な船舶、施設・設備等の老朽化等により、調査効率が低下し、調査活動が制

約されている面もあることから、海洋調査船等の緊急的かつ計画的な代替整備を行う。 

なお、各機関による海洋調査を効果的・効率的に実施するため、調査に必要な施設・

設備・解析技術等の革新、人工衛星等の活用を推進する。また、各機関の連携・協力

により、海洋調査計画の調整、調査結果の共有及び海洋調査船や観測機器の共同利用

を行う。その際、大学、地方公共団体及び民間企業等の協力が得られるよう努める。 

（２）海洋管理に必要な基礎情報の収集・整備 

海洋管理に必要な低潮線、海底地形等の基礎情報の収集・整備は必ずしも十分では

ない。これら海洋管理に必要な基礎情報の収集・整備のため、調査海域、調査項目等

の調整を行い、各機関の連携・協力の下、重点的に海洋調査を実施する。 

（３）海洋に関する情報の一元的管理・提供 

各政府関係機関等においては、それぞれの政策課題に応じて海底地形や海洋気象等

海洋の様々な調査を行い、得られたデータを蓄積している。また、海図、津波・高潮

ハザードマップ、港湾図、自然公園区域図や漁業権区域等の情報も存在している。こ

れら海洋に関する各種情報については、それぞれの目的に応じて機関ごとに公開等が

行われてきている。しかしながら、これらの情報を利用しようとする民間企業、研究

機関や政府関係機関から、どの海域のどのような種類の情報がどこにあるのか探す手

間がかかるとの指摘がある。また、収集されたデータや情報が、当面の目的に利用さ

れた後は適正に保管されず、情報の充分な利用につながっていない場合がある。 

これら各機関に分散している情報について、海洋産業の発展、科学的知見の充実等
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に資するよう、民間企業、研究機関等に使いやすく提供し、同時に、各機関の海洋調

査を効果的に実施するため、情報を一元的に管理・提供する体制を整備する。その際、

国際海洋データ・情報交換システム（IODE）に関する我が国の窓口となっている日本

海洋データセンター（JODC）等による既存の取組を最大限いかすとともに、大学、地

方公共団体、民間企業等の協力も得つつ、効果的・効率的なものとなるよう努める。 

また、収集・管理された情報が長期にわたって一元的に蓄積されるようにする。 

（４）国際連携 

地球規模での環境問題の解決や、人類の英知の創造に対し積極的に貢献するため、

アルゴ計画、全球地球観測システム（GEOSS）10 年実施計画、統合国際深海掘削計画

（IODP）、北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）及び IODE 等に参画し、調査の実施及

び情報の充実に先導的に取り組む。 

また、国際的な枠組みの下で行われる海洋調査、我が国及び他国の海洋調査船によ

るそれぞれの相手国海域での海洋調査によって得られたデータについては、広く国際

社会における海洋に関する科学的知識の充実が望ましいとの観点から、その共有、交

換を推進する。 

７ 海洋科学技術に関する研究開発の推進等 

海洋科学技術に関する研究開発は、人文・社会科学分野も含め多岐にわたる領域に

広がりを持つ。このため、様々な課題の解決に向けて、これらの研究領域を結集して

対応することが重要であるとともに、研究者の視点により自由で独創的な発想で行う

研究活動の充実を図ることが必要である。また、海洋調査や諸現象解明に必要な船舶

やスーパーコンピュータ等、整備に当たって多額の投資と時間が必要であるとともに、

利用時間にも限度のある特殊な研究基盤が必要な研究が多いという特殊性を有して

いる。さらに、長期間にわたる調査研究が必要で、短期間のうちに直接的な成果に結

びつきにくい性格を有する研究も多い。これらの事情や総合科学技術会議が策定する

方針等も踏まえ、長期的な視点をもって戦略的に推進することが重要である。 

（１）基礎研究の推進 

多様な知と革新をもたらす基礎研究は、様々な現象の真理の探究や科学的知見の体

系的な発展を図るための源泉である。未解明の領域の多い海洋に関する基礎研究は、

地道で真摯しんしな真理探究と試行錯誤の蓄積の上に実現されるものであり、また、

既存の知の枠組みとは異なる発見・発明を生み出す革新性を育む姿勢が重要である。 

特に、大学等の研究者が自らの視点に基づいて行う自由な発想による基礎研究につ

いては、多様な研究や時流に流されない普遍的な知の探究を長期的視点の下で推進す

る。 

（２）政策課題対応型研究開発の推進 

地球規模の問題となっている地球温暖化問題への対応、地球温暖化に伴う海洋大循

環の変化や海面上昇等が沿岸部、生物資源や生態系に与える様々な影響の解明、近い

将来に発生が想定されている特異な海底地殻構造に起因する巨大海底地震・津波への

対応、メタンハイドレート、海底熱水鉱床等のエネルギー・鉱物資源の開発等、我が
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国において積極的に対応を行っていくことが必要とされている政策課題が山積して

いる。他方、我が国の技術水準が必ずしも十分でない分野も存在している。これら政 

策課題に適切に対応するため、政策課題対応型研究開発を重点的かつ戦略的に推進す

ることが必要である。 

このため、海底の地震発生帯や海底資源探査を可能とする我が国独自の海底探査技

術等による海洋地球観測探査システム等科学技術基本計画に基づき精選された施策

について、研究成果目標が着実に達成されることを目指すとともに、個別技術分野に

おける技術水準を戦略的に強化すべく、適切に政策資源の配分等を行う。その際、政

策課題対応型研究開発課題を担う主体として、また、これらの研究開発課題を支える

基礎研究を自ら行うとともに、大学等の基礎研究活動に対し研究基盤を提供する主体

として大きな役割を担っている独立行政法人については、研究成果目標の達成を目指

す観点から、担うべき役割を明確にし、研究開発能力を更に高めていくことが必要で

ある。 

（３）研究基盤の整備 

大学等における基礎的基盤的研究や政策課題対応型研究開発の推進に当たり、船

舶・設備等の充実、研究者、技術者及び研究支援者の育成・確保、海洋科学技術イノ

ベーション・システムの強化といった基盤的なシステムの整備が必要不可欠である。 

ア 船舶・設備等の充実 

海洋科学技術の推進に当たっては、様々な調査研究に用いられる船舶やスーパーコ

ンピュータ等の研究基盤が適切に提供されている必要があるが、国、独立行政法人等

が有する研究基盤は、量的に十分でないとの指摘がある。また、老朽化や近年の燃料

費の高騰の影響により、研究開発活動が制約されている面もある。このため、これら

研究基盤の性能を十分に発揮できるよう計画的な整備を推進する。 

また、これら研究基盤を最大限効率的に活用できるよう、必要な研究支援体制を確

保するとともに共同利用を推進する。さらに、より効果的に個々の研究を推進するた

め、研究成果のデータベース化、学協会の連携強化等による研究成果の共用化等を推

進する。 

イ 研究者、技術者及び研究支援者の育成・確保 

フロンティア分野における研究者・技術者については、とりわけ若手人材が質・量

ともに不足しているとされており、後継者の育成が大きな課題である。国際的にもリ

ーダーシップを発揮できる優れた若手人材を育成するため、自立性と活躍の機会を与

え活力ある研究環境の形成を促進する。このため、人材の流動性向上、研究資金や研

究施設の確保等の取組を推進するとともに、競争的資金による研究支援制度への若手

研究者の積極的な申請を奨励する。また、海洋科学技術を支える技術者や研究支援者

の育成・確保も重要な課題である。将来にわたり優秀な人材を確保するために、高校・

大学等における実践的な人材育成等を行う産業界と連携したカリキュラム、高等学校

の実習船等教育環境の整備等を促進する。 

さらに、青少年が、海洋について高い関心を持ち海洋に関する研究に魅力を感じる
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よう、研究者や技術者によるアウトリーチ活動を促進するとともに、国の施策等につ

いてわかりやすい情報発信を行う。 

ウ 海洋科学技術イノベーション・システムの強化 

海洋科学技術分野におけるイノベーション・システムを強化し、様々な産業分野で

海洋利用を促進するため、海洋科学技術に関する基礎研究の多様性と継続性の確保、

異分野連携強化や知的財産教育の充実等産学官連携の本格化、新技術の利用促進、海

洋科学技術による地域イノベーション・システムの構築、新技術の国際標準化等、幅

広い観点からの取組を推進する。その際、関係者間において生き生きとしたネットワ

ークが構築され、問題意識共有、交流、連携等が緊密に行われるよう、民間団体等を

中心とした取組を促進する。 

（４）連携の強化 

ア 新しい構想の推進システムの構築 

海洋基本法の制定を契機に、経済団体や学界等から関係府省の所掌を超えた様々な

研究開発制度、研究開発プロジェクト等に係る各種構想が提案されている。こうした

開発構想は、概して、関連分野が多岐にわたること、初期投資が大きいこと等から容

易に実現に結びつかないという面がある。このため、関係府省連携の下、これらの新

しい構想に係る提案等に関し、必要性、実現可能性、波及効果等を明確化し、費用対

効果、他施策との優先順位等の検討を行った上で、可能なものから逐次計画的に推進

する。 

イ 事前評価による計画的な取組 

海洋に関する研究開発を、政府として継続的に推進することができるよう、各種施

策について事前評価を中心とした海洋科学技術に関する推進方策を構築し、計画的な

取組を行う。このためには、海洋科学技術に関する推進方策については、総合科学技

術会議の方針等を踏まえつつ、関係大臣に海洋の開発に関する建議等を行う権能を有

する科学技術・学術審議会の海洋開発分科会において一元的に検討を進めることが適

当である。 

ウ 関係機関の緊密な連携、交流の創出 

海洋に係る研究領域は多岐にわたり、研究者はそれぞれの研究領域において活躍し

ている状況にある。これらの研究者が分野を超えて行う交流は、知的刺激を与えあい、

研究の飛躍的な進展を引き出す契機となる。また、研究成果を、具体的な社会的価値・

経済的価値へ還元するためには、地方公共団体、産業界、金融界等幅広い関係機関と

の連携が必要である。このような観点から、幅広い関係者が一同に参集し、様々な関

係者による意見交換、情報交換等が行えるような場を創出する。 

８ 海洋産業の振興及び国際競争力の強化 

我が国の経済社会を支える海洋産業について、先端的な研究開発の推進等による新

たな技術の導入、海洋産業を担う人材の育成・確保等を通じ、国際競争力を将来にわ

たって維持・強化していくことが重要である。 

さらに、我が国の豊かな海洋資源や海洋空間をいかして、新たな海洋産業の創出に
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向けた取組を推進するとともに、海洋産業の動向の把握に努める必要がある。 

（１）経営基盤の強化 

ア 競争力の強化 

外航海運業については、世界単一市場での競争環境下にあることから、世界的に標

準となりつつあるトン数標準税制の導入に取り組む。また、国際海運市場において公

平な条件下で競争を行うことができるよう、世界貿易機関（WTO）や経済連携協定（EPA）

等の場での交渉を通じて、秩序ある競争環境の形成に努める。 

また、中小企業や個人事業主が主体で経営基盤が比較的脆弱な漁船漁業や内航海運

業の競争力強化を図るため、船舶の共有化、経営体のグループ化、収益性の高い操業・

生産体制の導入、省エネルギー型船舶や省人型船舶への転換等による経営体質強化を

促進する。また、水産物の安定供給の担い手となる漁業者が経営改善に積極的に取り

組める環境を整備するため、収入の変動による漁業経営への影響を緩和する新しい経

営安定対策を推進する。さらに、水産物の国際競争力強化を図るため、産地市場の統

廃合や買受人の新規参入等の産地における水産物流通構造改革を推進するとともに、

これらの地域の漁港において、生産・流通の効率化、品質・衛生管理の高度化等に資

する施設を重点的に整備する。 

一方、海運業、水産業等にとって必要不可欠な船舶及び舶用工業製品を供給する造

船業及び舶用工業については、燃費の改善、安全性の向上、環境への負荷の低減等の

様々なニーズに的確に応えるため、高い技術力を背景とした国際競争力を維持・強化

していくことが重要である。このため、船舶の省エネルギー技術、生産性の向上に不

可欠な現場生産技術等各種技術の研究開発を促進するとともに、技術者等の育成・確

保を図る。また、高い技術力をいかし、国際海事機関（IMO）等の場を通じ、国際海

運における船舶の二酸化炭素排出量の削減を目指した排出量指標等の国際規格化を

図る。さらに、経済協力開発機構（OECD）等の場を通じ、世界単一の造船市場におけ

る公平な競争条件の確保、需給のアンバランス解消等に向けた国際協調を推進する。 

イ 新技術の導入 

水産業において、経営コストの削減に資するため、燃油価格の高騰に対応した省エ

ネルギー効果の高い発光ダイオード集魚灯の開発・導入、魚粉価格の高騰に対応した

魚粉含有率の低い安価な魚類養殖用餌料の開発等を推進するとともに、循環型社会の

形成に資するため、機能性食品の開発、燃料化等海洋バイオマスを効率的に利活用す

る技術の開発・普及を推進する。 

造船業及び舶用工業においては、新造船からの二酸化炭素排出量を平成 25 年度ま

でに 3割削減させることを目指し、世界に先駆けて、船舶の実海域における燃費に関

する性能評価技術を確立する。また、大幅に強化される排気ガス規制に対応し、窒素

酸化物排出量を 80%低減する舶用エンジンの開発を、平成 24 年度までの実用化を目指

して推進する。これらの取組を通じ、環境及び経済性の両面で優れた船舶や舶用エン

ジン等の開発・普及を促進する。さらに、新たな海運需要の創出に資するため、液化

天然ガスに比べ製造設備に対する投資コストが低い天然ガスハイドレートを輸送す
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る船舶の開発を推進する。 

ウ 人材の育成・確保 

人材の育成・確保に関しては、まず何よりも海洋産業が就業の場として魅力的であ

ることが重要であることから、海洋産業の競争力強化に向けた諸施策の着実な推進に

努めるとともに、就業の場としての魅力の向上を図るため、労働条件の明確化、漁船

における設備基準の強化等の労働環境の改善、就業後の技能向上やキャリアアップの

ための環境整備等を推進する。さらに、海洋産業の魅力や重要性についての理解の醸

成を通じた新規就業者の確保を図るため、青少年を対象とした体験実習や広報活動等

を推進する。このほか、海上経験を有する者が、その経験をいかして船員として就業

するための環境整備等を推進するとともに、様々なノウハウを有する異業種事業者が、

地域の経営資源を活用して漁業に参入することを促進する。 

また、造船業及び舶用工業においては、熟練技術者や熟練技能者の大量退職期に当

たっていることから、技術・技能の円滑な伝承が喫緊の課題となっている。このため、

新卒・中途採用者に対する実技研修、中堅技能者に対する効率的な訓練等を支援する

とともに、産学官連携による海運経営、技術経営、運航管理、造船等の海事産業分野

で活躍する人材の育成や供給を促進する。 

さらに、次代の海洋産業を担う幅広い見識と技術を身に付けた人材を育成するため、

高校・大学等を通じた海洋産業に関する実践的な専門教育の充実を促進する。 

（２）新たな海洋産業の創出 

新たな海洋産業の創出に資するため、海洋関連分野における産学官連携を促進する。

海運業、造船業、港湾関連産業等は、大学、行政機関等とともに地域に根ざした集積

を形成し、活発な情報交換、資源の共有等による産学官連携に取り組みやすい環境に

ある場合も多いことから、新たな海洋産業の創出を促すため、こうした集積の有効な

活用を推進する。また、豊富な魚介類の提供、優れた海岸景観の保護・開発、漁業活

動の体験、海洋レジャーの推進等沿岸地域における海洋資源をいかした地域活性化の

取組を推進する。 

さらに、様々な海洋調査で得られた諸情報の活用を促進するための管理体制の整備、

安全性や経済性に優れた外洋上プラットフォームの技術の確立等様々な産業分野に

おける海洋空間利用に向けた取組を推進する。加えて、深海底微生物の遺伝子資源に

ついては、今後、医薬品、新素材開発等様々な関連産業発展の可能性があることから、

深海底微生物資源の取扱いを巡る国際的な動向を把握しつつ、我が国としての対応方

針及び対応体制を早急に整備する。 

（３）海洋産業の動向の把握 

海洋産業に関する諸施策の効果の把握や見直しに資するため、海洋産業の産業規模、

従事者数等の各種指標について、その現状及び動向を把握するための調査を実施する。 

９ 沿岸域の総合的管理 

沿岸域は、海岸線を挟む陸域から海域に及ぶ区域であり、波や潮流の作用により形

態が常に変化し、砂浜、磯、藻場、干潟、サンゴ礁等が形成されている。また、多様
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な生物が生息・生育するほか、水産資源の獲得、海上と陸上との人流・物流の拠点、

その機能をいかした臨海工業地帯の形成、レクリエーション活動等に利用され、白砂

青松に代表される豊かな景観を有する等、多様な機能を有している。さらに、河川を

含む陸域からの土砂供給量の減少等により海岸侵食が生じるなど陸域の影響を顕著

に受けるほか、様々な利用が輻輳ふくそうしている区域でもある。 

このような沿岸域を適切に管理するためには、沿岸域が陸域と海域を一体的に扱う

べき区域であること、多様な用途に供される区域であること、様々な事象が相互に関

連するため全体を一体的に捉える視点に立った上で適切な状態を保つよう管理すべ

き区域であること等を踏まえ、以下の施策を推進する。なお、海岸侵食、水質汚濁等

の問題が顕在化している沿岸域においては、沿岸域全体の状況を視野に入れつつ、問

題解決のために必要とされる対策を推進する。 

（１）陸域と一体的に行う沿岸域管理 

ア 総合的な土砂管理の取組の推進 

河川上流域でのダムの設置や河道における砂利採取等による陸域から海域への土

砂供給の減少や、沿岸構造物による沿岸漂砂の流れの変化等のため、近年、全国的に

海岸侵食が生じている。この結果、貴重な国土の減少、高潮、波浪等に対する砂浜の

防災効果の低下、自然環境や海岸景観への影響が発生している。 

このため、砂防設備による流出土砂の調節やダムで適切に土砂を流下させる施策の

推進、河川の砂利採取の適正化等による適正な河床の管理、侵食海岸におけるサンド

バイパスや離岸堤の整備等により砂浜の回復を図る。また、関係機関が連携し、土砂

移動の実態把握や地形変化の推定手法の高度化等の調査研究を進め、山地から海岸ま

で一貫した総合的な土砂管理の取組を推進する。 

イ 沖縄等における赤土流出防止対策の推進 

沖縄や奄美群島においては、陸域の開発等に伴い赤土が海域に流入する結果、サン

ゴ礁の荒廃、観光やレクリエーションへの影響等の被害が発生している。赤土等の流

出を防止するため、沈砂池の整備による農地等の発生源対策の強化、流出防止技術の

研究開発等の対策を推進する。 

ウ 栄養塩類及び汚濁負荷の適正管理と循環の回復・促進 

陸域から流入する汚濁負荷を削減するため、下水道等汚水処理施設の整備や合流式

下水道の改善を進めるとともに、農業用排水施設や河川における水質浄化を推進する。

特に、閉鎖性海域においては、下水道の高度処理の推進とともに、関係機関連携の下、

生活排水、工場等事業場排水、畜産排水等の点源負荷対策に加え、市街地、農地等の

面源負荷対策、海域のヘドロ除去、覆砂の実施による汚濁負荷の再生産防止対策等を

推進する。また、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海における水質総量規制に係る取組を推

進する。さらに、高度経済成長期以降大幅に減少した藻場、干潟､サンゴ礁等につい

ては、水質の浄化や生物多様性の確保にも資することから、漁業者や地域住民等によ

る維持管理等の取組を支援する。 

一方で、陸域から海域に流入する窒素、リン等の栄養塩類は、魚類、藻類等の水生
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生物の生育には不可欠であるため、地域の特性に応じて、栄養塩類等の供給や濁水の

緩和等に効果が期待される「漁場保全の森づくり」を推進する。また、栄養塩類が過

剰な海域では、水質を改善するため、下水道等の整備や高度処理の導入とともに、水

生生物の適切な採捕及び活用等による、陸域と海域を一体とした栄養塩類の循環シス

テムの構築について、関係機関の連携の下、検討を行い、推進を図る。 

エ 漂流・漂着ゴミ対策の推進 

陸域で発生するゴミが海域の漂流・漂着ゴミ問題の一因となっていることから、河

川を通じて海域に流入するゴミ等の削減を推進する。このため、いわゆるポイ捨てを

含む不法投棄の防止や河川美化等に関し、関係機関が連携して、国民への実態の周知

や意識の向上等の普及啓発、監視、取締り等の取組を強化する。 

オ 自然に優しく利用しやすい海岸づくり 

海岸は多様な生物が生息・生育する貴重な場であり、美しい砂浜や独特の自然景観

を有し、我が国の文化・歴史・風土を形成している。このため、優れた自然の風景地

については自然公園として適切に保全を図る。さらに、海岸保全施設等の整備に当た

っては、災害からの海岸の防護に加え、海辺へのアクセスの確保等利用者の利便性や

地域社会の生活環境の向上に寄与し、優れた海岸景観や生物の生息・生育環境等の保

全に十分配慮して行う。あわせて、海辺の空間を有効活用した公園、緑地等の整備を

推進する。 

（２）沿岸域における利用調整 

海域利用が輻輳ふくそうしている沿岸域における利用調整は、漁業調整規則や漁業

調整委員会等の法令に基づく利用調整ルールや調整の場の活用、海洋レジャー等に関

する自主ルールの設定等、様々な利用目的を持つ当事者の話合いにより行われるのが

一般的である。しかしながら、地域によっては、例えば漁業者と海洋レジャー関係者

との間で利用調整ルールが確立しておらず、又は周知されていないため、様々なトラ

ブルが発生している現状にある。 

このため、沿岸域における地域の実態も考慮した海面の利用調整ルールづくりの推

進、地域の利用調整ルール等の情報へのアクセスの改善、海洋レジャー関係者を始め

とする沿岸域利用者に対するこれらの情報の周知・啓発を推進し、適正な利用関係の

構築に向けた取組を強化する。 

（３）沿岸域管理に関する連携体制の構築 

沿岸域においては様々な事象が相互に密接に関連して発生し、沿岸域ごとにその様

相が異なることから、必要に応じ、適切な範囲の陸域及び海域を対象として、地方公

共団体を主体とする関係者が連携し、各沿岸域の状況、個別の関係者の活動内容、様々

な事象の関連性等の情報を共有する体制づくりを促進する。また、その場において、

各沿岸域の課題を明らかにし、適切な対応の方向付けを行うことで、それらの望まし

い将来像を実現する取組を促進する。その際、地方公共団体や海洋に関連する各種施

設の管理者以外にも、日常的な活動等を通じて有用な情報や知見を有する主体が存在

する場合には、それらの参加を得て、情報の共有、連携を図ることが有効である。 
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さらに、様々な課題の解決のための取組に加え、沿岸域の特性に応じた管理のあり

方について、地域の実情も踏まえた必要な検討を行い、管理の内容を明確にした上で

合意の形成を図り、適切な措置を講じる。 

なお、沿岸域に関する各種の情報の蓄積は必ずしも十分ではないため、沿岸域の状

況、沿岸域における様々な事象の関連性等の調査、研究を推進する。特に沿岸域にお

いては、その利用状況、環境等が短期間で大きく変化する可能性があることから、過

去のデータを発掘して活用することにも積極的に取り組む。 

１０ 離島の保全等 

我が国の海域に広く点在している離島は、広大な管轄海域を設定する根拠の重要な

一部をなし、あるいは海上交通の安全の確保、海洋資源の開発及び利用、海洋環境の

保全等に重要な役割を果たしている。このため、海洋政策推進上の離島の位置付けを

明確化し、その保全・管理を適切に実施することが重要である。 

また、多くの離島では、高齢化や人口減少が進行しており、長い歴史を有する集落

の衰退等も懸念されていることから、離島の振興のため、定住環境の整備等に取り組

むことが重要である。 

（１）離島の保全・管理 

ア 海上の安全の確保 

海上交通の安全確保や全国の気象予報等防災の観点から、離島に設置されている灯

台等の航路標識や気象・海象観測施設等の整備及び適切な維持管理を推進する。 

また、離島住民による海難救助活動を支援するとともに、住民からの海難事故や海

上犯罪に関する通報等に対して適切に対応できる体制を充実する。 

イ 海洋資源の開発及び利用の支援 

海洋資源の開発・利用、海洋調査等に関する海洋での活動や、これらの活動を支援

する各種の施設の維持管理等の活動が、本土から遠く離れた海域においても安全かつ

安定的に行われるよう、離島に、燃料輸送や補給、荒天時の待避等が可能な活動拠点

の整備を推進する。 

また、藻場、干潟、サンゴ礁等が残る離島周辺の海域は、貴重な漁場であることか

ら、漁場環境の保全・再生及び漁場の整備を推進する。 

ウ 周辺海域等の自然環境の保全 

海洋によって他の地域から隔離され、独特の生態系が形成されている離島は、人間

の諸活動や外来種の侵入による影響を受けやすい脆弱ぜいじゃくな地域である。生物

多様性の確保の観点から、これらの貴重な生態系等を適切に保全・管理するため、自

然環境や生態系のモニタリングを継続的に実施し、外来種の防除、海鳥等の生息・生

育環境の保全・整備等を推進する。 

また、水質の浄化や生物多様性の確保にも資するため、水産動植物の生息・生育環

境の改善や水産資源の回復のために漁業者や地域住民により行われる藻場、干潟、サ

ンゴ礁等の維持管理等の取組を促進する。 

優れた自然の風景地や海中景観、自然海岸等の保全のため、自然公園制度の適切な
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活用、赤土や栄養塩類等の陸域からの流出の低減、漂流・漂着ゴミの撤去や島外への

輸送等の取組を促進するとともに、廃棄物処理施設の整備を推進する。 

エ 保全・管理に関する方針の策定 

離島は、上記のとおり、重要な役割を担っているため、無人島を含む離島について、

海洋政策推進上の位置付けを明確化し、適切な管理の体制、方策、取組のスケジュー

ル等を定めた「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針（仮称）」

を策定する。あわせて、離島に関する位置情報等の基本的情報の整備を行うとともに、

経済活動、生態系、周辺海域の資源、気象・海象等それぞれの属性に応じて、国土の

侵食を防止するための海岸保全施設の整備、空中写真の周期的な撮影等の離島の保

全・管理を推進する。 

（２）離島の振興 

離島の自立的な発展を促進し、住民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて、

離島が海洋政策上の役割を担っていけるよう、離島に特有の課題に対応して、地域に

おける創意工夫をいかした定住・雇用促進等の施策を推進する必要がある。 

離島の交通を安全かつ安定的に確保するため、交通基盤を整備するとともに、離島

航路・航空路の維持及び利便性の向上を支援する。離島の燃油価格が本土に比べ割高

となっているため、流通の効率化への取組を支援する。高度情報化社会の進展に伴い

本土との情報格差の是正を図るため、高度情報通信ネットワークの構築を推進する。 

医療体制の整備を推進するとともに、医療機関の機能分担と広域的な連携の促進を

通じ、適切な医療提供体制の確保を図る。さらに、自然災害から離島住民の生命、財

産等を守るための施設の整備や住民への迅速な情報伝達手段の確保その他の離島に

おける定住環境の向上のための生活基盤の整備を推進する。 

一方、基幹産業である水産業に関しては、漁獲物の輸送等販売・流通面で不利な条

件にあることに加え、漁業者の減少、高齢化が進んでいることから、離島漁業の再生

のため、漁業者が行う漁場の生産力の向上に関する取組等を支援する。農業について

も、離島の特性をいかした地域作物の導入や高付加価値化等の取組を支援する。海岸

景観、希少な海洋の生物等を有する自然環境をいかしたエコツーリズムや保養・療養

活動、クルージング、農林水産業と連携した体験・滞在型観光、国際的な地域文化交

流等魅力ある離島観光の振興等の雇用促進、産業振興策を促進する。さらに、離島の

産業振興の基盤となる道路、港湾、農林水産基盤等の社会資本の整備を推進する。 

１１ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進 

国連海洋法条約に基づく大きな枠組みの下で、これを更に具体化し、補完するため

の活動が活発に行われている。国際機関等における国際約束等の策定及び運用、海洋

に関する国際的な枠組みの下での活動、海洋に関する紛争解決、海洋資源管理、海洋

環境保全、海洋の安全確保、海洋科学技術等に関する国際協力の推進等の重要な課題

について、積極的に対応する必要がある。 

（１）海洋の秩序形成・発展 

海洋の秩序の形成・発展に貢献するため、海洋に関する種々の国際約束等の策定等
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に積極的に取り組む。東シナ海等には、排他的経済水域等に関する我が国と相手国の

主張が重複する海域があり、これらの国との間で問題が生じてきている。我が国の権

益を確保し、周辺海域の秩序をより安定したものとするため、国際ルールに則して、

このような問題に対応し、その根本的解決を追求していく。 

また、海洋においては、国際法が許容する範囲内で、ある国のとる措置が、他国が

とろうとする措置に影響を与えることが起こりうる。このことを踏まえつつ、我が国

の海洋における権益を確保すべく、国連海洋法条約その他の国際約束等の適切な運用

のため、国際連合等における海洋に関する議論に積極的に対応するとともに、国際海

事機関等における海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画する。 

海洋の秩序の形成・発展に資するため、海洋に関する紛争について、国際法を始め

とする国際ルールによりその解決を図る。国際司法機関等第三者機関を積極的に活用

するという考え方を、我が国のみならず、各国も共有することを促すとともに、国際

海洋法裁判所等の海洋分野における国際司法機関の活動を積極的に支援する。 

（２）海洋に関する国際的連携 

海洋に関する国際的な枠組みに積極的に参加し、国際社会の連携・協力の下で行わ

れる活動等において主導的役割を担うよう努める。特に、経済的側面を含む我が国の

安全の確保の基盤である長大な海上航路における航行の自由及び安全の確保のため

には、関係各国の協力が不可欠である。これら諸国と海洋の安全に関する協力関係を

強化するため、ASEAN 地域フォーラム等様々な場を積極的に活用し、協力の具体化を

進める。アジア海賊対策地域協力協定は、沿岸国の主権を尊重しつつ、締約国が海賊

に関する情報を共有し、海賊対策についての協力を強化する等を内容とするものであ

り、同協定の下での活動等を支援するとともに、関係各国の参加を促進する。我が国

のエネルギー安全保障上重要な放射性物質の輸送を確保するため、同輸送に懸念を持

つ諸国との間で、協議等を通じた信頼醸成を促進する。海上におけるテロ対策や大量

破壊兵器等の海上輸送等への対応に関する国際的な取組に積極的に対応するため、

「海洋航行不法行為防止条約 2005 年議定書（仮称）」及び「大陸棚プラットフォーム

不法行為防止議定書 2005 年議定書（仮称）」をできる限り早期に締結する。また、拡

散に対する安全保障構想（PSI）に基づく海上阻止訓練等へ積極的に参画する。 

日本海及び黄海の環境保全を図るため、北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）の下

で行われている近隣諸国相互の連携を積極的に推進する。また、船舶のバラスト水等

を介した水生生物や病原体の移動による悪影響を防止するための国際的な取組に対

応するため、「バラスト水管理条約（仮称）」を受け入れるための準備作業を進める。

アジア地域における船員の資質向上に寄与するため、アジア各国の産学官との連携に

より、「アジア人船員国際共同養成プログラム」についての取組を推進する。極東海

域における水産資源の保存管理の実効性を確保するため、日露間で進めている密漁・

密輸出対策の協力を推進する。そのため、必要に応じロシアに対して近隣諸国間の連

携・協力の促進を図るよう働きかける。 

（３）海洋に関する国際協力 
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我が国は、海洋に関する種々の分野で国際協力を実施してきているが、特に、以下

のような国際社会共通の課題を中心に、国際協力を行う。 

ア 水産資源 

マグロ類を始めとする主要水産資源に関する地域漁業管理機関において、適切な保

存管理措置の設定やその実効性確保のため、積極的役割を果たす。また、周辺海域に

おいて、特に資源を共有する日中韓三国の排他的経済水域における資源の保存・管理

を図るため、国別の漁獲割当量・総隻数の遵守を徹底するとともに、暫定水域等を含

め、資源の適切な管理に向けて連携・協力を強化する。さらに、水産業の開発、振興

及び国際的な資源管理に資する海外協力を推進する。 

イ 海洋調査・海洋科学技術 

海洋に関する調査・研究の促進が、地球環境問題等の解決を図るために重要である。

このため、太平洋・インド洋系の海洋大気変動が環境に及ぼす影響評価を視野に入れ

た海洋観測研究を推進する。また、全球地球観測システム（GEOSS）10 年実施計画に

沿いつつ、地球環境変動や自然災害の観測・監視に貢献するとともに、地球温暖化対

策の決定プロセス等に貢献する情報を提供する。海洋の科学技術の基礎となる海洋調

査及び情報の交換に関し、アルゴ計画等世界気候研究計画（WCRP）下の研究計画、統

合国際深海掘削計画（IODP）、国際海洋データ・情報交換システム（IODE）等政府間

海洋学委員会（IOC）が実施・支援している研究計画等への協力を積極的に推進する。

また、海洋分野における発展途上国への戦略的な科学技術協力を推進する。 

ウ 海洋環境 

生物多様性確保の観点から、サンゴ礁や広域を移動する動物等の保護に関し、国際

協力の下で、海洋環境の調査研究や保全のための取組を推進する。また、日露間の生

態系保全及び持続可能な利用に関する協力を推進する。水生生物等の移動による悪影

響を防止するための国際協力に貢献するため、バラスト水処理装置等の開発を推進す

る。さらに、我が国が有する閉鎖性海域対策に係る経験や制度の海外への導入を推進

する。 

エ 海洋の治安対策・航行安全確保 

関係国の海賊への対応能力向上に向けた支援を実施する。アジア各国等の海上保安

機関等と密輸・密航取締り、テロ対策等について連携・協力を推進する。マラッカ・

シンガポール海峡における航行安全を強化するため、沿岸国・利用国間の協力のあり

方を具体化した「協力メカニズム」は画期的なものである。同メカニズムの下に設置

される基金の速やかな運営開始、航行援助施設の整備等を国内の民間企業の協力も得

つつ推進する。また、港湾保安に関する国際連携を強化するため、能力向上支援、共

同訓練の実施等を推進する。 

オ 防災・海難救助支援 

地球温暖化に伴い一層深刻化する津波、高潮等による災害の防止のため、アジア・

太平洋地域等への技術的助言、情報ネットワーク活動の支援等を推進するとともに、

津波災害の危険が懸念される諸国への津波情報の迅速な提供等を図る。津波、高潮等
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に対する防災機能が期待されるアジア・太平洋地域のマングローブ保全のため、イン

ドネシアのマングローブ情報センターの機能強化を平成 24 年までに完了する。 

より円滑で効果的な海難救助を実施するため、海難救助技術の精度及び機動性を高

めつつ、各国との間で情報交換・合同訓練等により連携・協力を強化する。 

１２ 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成 

我が国が、新たな海洋立国を実現するためには、国民一人一人が海洋に関し深い理

解と関心を持ち、海洋立国の構成員として主体的に参加していく社会を構築していく

ことが必要である。このため、海洋に関する国民の関心を高めるための取組、次世代

を担う青少年等の正しい知識と理解を増進するための取組及び新たな海洋立国を支

える人材の育成・確保のための取組を行う。 

（１）海洋への関心を高める措置 

国際的な海洋秩序の枠組みを示した国連海洋法条約等の国際約束や、アジェンダ 21

を始めとする持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組等を含め、海洋

に関して講じた様々な施策に関する情報を公表する。この場合、可能な限り関係情報

が一覧できるよう留意しつつ、インターネットや政府広報等によりわかりやすく情報

発信を行う。また、そのような理解の増進に役立つ施設の公開等の取組を積極的に進

める。 

また、「海の日」や「海の月間」等に関連する行事を、地方公共団体、民間団体等

と協力しながら、幅広い参加を得る行事とすることが重要である。これらの機会を通

じて、練習船等への体験乗船、各種海洋産業の施設見学会や職場体験会、海岸清掃活

動、海洋安全や海洋環境保全についての啓発活動、海洋レジャーの普及や理解増進等

の取組を進める。さらに、海洋に関する様々な分野で顕著な功績のあった者の努力を

讃たたえ、広く国民に紹介するための表彰を新たに行う。 

さらに、国民が海洋にふれあう機会を充実する観点から、豊富な魚介類、優れた海

岸景観、歴史・文化等に培われた風土、海洋レジャーに適した海洋空間等、地域それ

ぞれが有する潜在的な海洋資源をいかした地域振興のための取組を推進する。また、

公的な主体が管理している海岸をできる限り住民に開放するとともに、海洋に関する

レクリエーションの普及のため、小型船舶等の係留施設の整備、沿岸域における海面

の利用調整ルールづくり等を推進する。 

なお、海洋に関するレクリエーションの普及に当たっては、遊漁者やプレジャーボ

ート利用者等への安全管理や海洋の利用に当たっての環境保護意識の啓発等の取組

を推進する。 

（２）次世代を担う青少年等の海洋に関する理解の増進 

次世代を担う青少年を始めとする国民が、海洋に関し正しい知識と理解を深められ

るよう、学校教育及び社会教育の充実を図ることが重要である。このため、学校教育

においては、海洋基本法等の趣旨を踏まえて早急に高等学校の教科「水産」の学習指

導要領の見直しを行うとともに、現場実習等を通じた実践的な教育を推進するほか、

高等学校の実習船等の整備を推進する。さらに、小学校、中学校及び高等学校の社会
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や理科等において海洋に関する教育が適切に行われるよう努めるほか、海洋に関する

教育の実践事例の提供を図るなど海洋教育の普及促進に努める。また、漁村等におけ

る体験活動や、エコツーリズムの推進等を通じて、海洋に関する基本的知識や海洋に

関する様々な課題に関し、国民が行う学習活動への支援、水族館も含めた自然系博物

館等の場をいかした取組を推進する。さらに、海洋に係る夢、感動、海洋の魅力を実

感できるようにするため、学協会等の協力を得つつ、アウトリーチ活動を重視した取

組等を推進する。 

（３）新たな海洋立国を支える人材の育成 

海洋に関する様々な政策課題に対応するためにも、科学的知見を充実させるために

も、また、国際競争力のある海洋産業を育成していくためにも、必要な知識及び能力

を備えた優秀な人材を育成することが重要である。また、海洋に関わる事象は相互に

密接に関連していることから、海洋立国を支える人材には、多岐にわたる分野につき

総合的な視点を有して事象を捉えることのできる幅広い知識や能力を有する者を育

成していくことが重要である。このため、大学等において、学際的な教育及び研究が

推進されるようカリキュラムの充実を図るとともに、産業界とも連携しながらインタ

ーンシップ実習の推進や、社会人再教育等の取組を推進する。 

 

第３部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要なその他の事項 

１ 海洋に関する施策の効果的な実施 

海洋基本計画に掲げる諸施策については、参与会議の意見等を踏まえつつ、必要に

応じて実施内容の見直しを行う。また、海洋管理等の行政ニーズに的確に対応し、効

果的に施策を推進するため、体制のあり方に関する検討を行い、その結果に基づき必

要な措置を講じる。 

２ 関係者の責務及び相互の連携・協力 

海の恵みを将来にわたり享受するためには、まず、関係者が、海洋の利用に際し、

相互に協調、協力し合うことが基本的に重要である。その上で、海洋環境の保全、海

洋の開発・利用、海洋の安全の確保等海洋に関する諸施策の推進に向け、国のみなら

ず、地方公共団体、海洋産業の事業者等が相互に連携を図りつつ、主体的に取り組む

ことが重要である。 

地方公共団体は、国と地方との役割分担の下、地域の実態や特色に応じて、被害が

著しい海岸における漂着ゴミの処理に努める等良好な海洋環境の保全を図るととも

に、地域の重要な産業である水産業を始めとする海洋産業の振興に努めることが重要

である。その際、各部局の密接な連携による効率的な施策推進に努めることも重要で

ある。海洋産業の事業者は、環境負荷の低減技術の開発等の環境対策等を通じた海洋

環境の保全、水産資源の自主的な管理、効率的・安定的な海上輸送の確保等に努める

ことが重要である。国民、NPO 等は、海洋に関する会議やイベントへの参加、海洋産

業の事業者との交流、海浜清掃等身近な海洋環境保全活動の実施等を通じて、海洋へ

の理解を深めるよう努めることが重要である。 
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海洋に関する施策の企画立案・実施に際しては、こうした取組が促進されるよう、

国民や他の関係者の意見の施策への反映等に努める。 

なお、国民の祝日である「海の日」の意義を踏まえ、様々な主体による海洋に関す

る取組が海の日において活発に実施されることを通じて、国民の間に広く海洋につい

ての理解が深まるよう、関係者間の連携の強化、情報の積極的な提供等により、海の

日の行事の実施及び参加の促進に努める。 

３ 施策に関する情報の積極的な公表 

海洋及び海洋に関する施策の現状については、インターネット等を通じて随時公表

する。さらに、毎年度、海洋の状況及び海洋に関して講じた施策を取りまとめ、適切

な方法により公表する。 
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